
〔チーム研究3〕「里親制度の現状と課題（III）」（主任研究者　小山　修）

グループホームの現状と課題（1）

子ども家庭福祉研究部　庄司順一・才村　純・澁谷昌史
　研究企画・情報部　小山　修

　　母子保健研究部　安藤朗子
　　　嘱託研究員　伊藤嘉余子（日本社会事業大学院）

　　　　　　　　鈴木　力（聖徳大学短期大学部）

　　　　　　　　宮本和武（和泉福祉専門学校）
　　　　　　　　横堀昌子（青山学院女子短期大学）

　　　　　　　　和泉広恵（日本学術振興会）

　　　　　　　　側垣一也（三光塾）
　　　　　　　　高橋良太（全国社会福祉協議会）

　　　　　　　　小川純一（東京都福祉局子ども福祉部育成課）

　　　　　　　　武藤素明（二葉学園）
　　　　　　　　浜田尚樹（神奈川県福祉部児童家庭課）

　　　　　　　　松橋秀之（横浜市中央児童相談所）
　　　　　　　　相、馬　豊（相馬ホーム）
　　　　　　　　豊田伸一（川崎市健康福祉局児童虐待・社会的ひきこもり対策総括担当）

　　　　　　　　名古屋洋一（名古屋ホーム）
　　　　　　　　相澤仁（厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課）

要約
本研究は、グループホームの制度施行状況とグループホームの実態を明らかにしたものである。その結果、里親型グループホーム

は17ホーム、施設分園型グループホームは96ホームしかなく、全国的にケア単位の小規模化はあまり取り組まれていないことが

わかった。また、入所児童の精神・行動状況において、多様な問題が確認されたことから、グループホーム支援体制の充実が急がれ

ねばならない様相が示唆された。
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1　研究の背景および研究目的

欧米諸国では、社会的養護において、里親制度と並ん

で、グループホーム（以下、GHと標記することがある）

が重要な位置を占めている。しかし、わが国では、施設

養護が中心であり、里親制度もグループホームも十分な

発展をみていない。グループホームは、施設養護と里親

制度の中間的形態といえるもので、子どもの処遇の選択

肢を拡大するという点で意義のある処遇形態であるとい

える。

　これまで、グループホームの全国レベルでの状況につ

いては、家庭養護促進協会（1987）や社会的養護の今後

のあり方に関する研究班による調査（1986）などが実施

されているにすぎず、その実態や課題は必ずしも明らか

にはなっていない（このほか、高橋、2002；横浜市民生

局児童課、1992）。

そこで、本研究では、グループホームの現状と課題を

明らかにするために調査研究を行った。

　ところで、調査にあたって、グループホームの種類、

形態等を整理した。r般的には、児童福祉の分野におけ

るグループホームといっても、児童養護施設等の分園と

してのホーム（施設分園型）、里親が行うもの（里親型、

ファミリーグループホーム（あるいはファミリーホーム

ということもある））、独立型（自立援助ホーム）などが

考えられている。平成12年より、地域小規模児童養護施

設が制度化されたが、これは施設分園型グループホーム

といえる。

　グループホームに関連するものに、いわゆるr小舎制」

の児童養護施設がある。これは、全国児童養護施設協議

会の定義によれば「1舎12人まで」の施設とされ、こ

れを標榜している施設は、他の形態との併用を含め、全

児童養護施設の20％弱である。しかし、これら「小舎制」

施設は、定員規模が比較的大きいこと、および施設敷地

内にあることから、グループホームには含められていな

い。

　自立援助ホームは、1998（平成10）年に、「児童の自立

支援を図る観点から、義務教育終了後、児童養護施設、

児童自立支援施設等を退所し、就職する児童等に対し、

これらの者が共同生活を営むべき住居（以下、「自立援助

ホーム」という。）において、相談その他の日常生活の援

助及び生活指導を行うことにより、社会的自立の促進に

寄与することを目的」として、法定化された（厚生省児

童家庭局長通知「児童自立生活援助事業の実施について」

平成10年4月22日、児発344号）．自立援助ホームは、

児童養護施設等の入所措置を解除された児童を対象とす

るものである。

　本研究で調査対象としたのは、児童の措置（施設入所

あるいは里親委託）の対象となるグループホームであり、

里親型グループホーム、施設分園型グループホーム（地

域小規模児童養護施設、児童養護施設分園型自活訓練事

業実施指定施設を含む）とした。自立援助ホームは調査

対象とはしなかった。

II研究方法

1調査方法
第1次調査として、都道府県および政令指定都市（以

下、自治体とする）の子ども家庭福祉主管課を対象とし

て、グループホームの制度化の有無、グループホームの

実数および所在地、自治体におけるグループホームに関

する方針などについて、郵送法により調査（rグループホ

ームの制度施行状況に関する実態調査」資料1参照）を

行った（調査基準日：平成14年4月1日）。

第2次調査として、第1次調査で明らかとなったグル

ープホームに対して、措置児童の状況および運営状況等

について、郵送法による調査（「里親型グループホームに

関する実態調査」資料2および「施設分園型グループホ

ームに関する実態調査」資料3参照）を行った（調査基

準日：平成15年3月1日）。

　調査票作成においては、行政関係者、里親、施設職員

を含めた研究チームを構成し、調査項目を確定した。

調査時期は、第1次調査は平成15年1月、第2次調査

は平成15年3月であった。

2　グループホームの形態および定義

本研究では、グループホーム（以下、GHと表記する

ことがある）を、「児童相談所の措置として、比較的少数

の児童を一定の居住環境のもとで養育するファシリテ

ィ」とした。　これには、次の形態がある。

A　里親型グループホーム：おおむね4～6人の児童を

　養育することができるグループホームとして認定さ

　れた里親家庭。

B 施設分園型グループホーム：児童養護施設本体施設

を運営しており、そこの施設職員が勤務しており、

なおかつ本体施設のある敷地外におおむね6人まで

の措置児童を養育することができる場所。地域小規

模児童養護施設及び児童養護施設分園型自活訓練事

業実施指定施設（以下、自活訓練事業実施指定施設

と略す）も含む。
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”1・研究結果 であった。

1　第1次調査結果（表1－1～1－24）

59自治体に調査票を送付し、54自治体から回答が得ら

れた（回収率91．5％）。

里親型GHを制度として実施しているところは5自治

体で、実際に里親型GHのある自治体は、東京都（6ホ

ーム）、横浜市（7ホーム）、川崎市（4ホーム）の3自

治体であり、計17ホームが運営されていた。

　分園型GHを制度として実施しているのは24自治体

であった。制度化していない自治体（28自治体）及び制

度化準備中の自治体（2自治体）にあるものも含めて、

全国で96ホームが運営されていた。これらのうち、地域

小規模児童養護施設は10自治体で19ホーム、自活訓練

事業実施指定施設は29自治体で45ホームが運営されて

いた。また、地域小規模児童養護施設にも自活訓練事業

実施指定施設にも該当しないGHが32ホームあった（東

京都の27ホームが多くを占めている）。

　分園型GHについては、その所在地情報とともに、国

及び自治体からの補助の有無についてもたずねた。

　その結果、地域小規模児童養護施設および自活訓練事

業実施指定施設であるにもかかわらず、国の補助を受け

ていないものが6ホームあった。また、その6ホームの

うち2ホームは自治体独自の補助制度の対象ともなって

いないことがわかった。

　また、自治体の補助を受けているホームは96ホームの

うち84ホーム（国＋自治体からの補助：52、自治体の補

助のみ＝32）であった。

　ただし、この調査項目については、表H6に例示した

ように、「補助」に措置費負担金を含めて解釈し、「補助

あり」と回答しているものや、逆に措置負担金は支弁し

ているが、それ以外は出していないため「補助なし」と

回答しているものが混在していると考えられ、結果の扱

いには慎重にならざるをえない。

　里親型GHに対する制度的バックアップは、「里親研

修」「里親同士の交流の場」について、該当する5自治体

すべてで実施されていたが、「レスパイトケア」について

は平成14年度から制度をスタートさせた群馬県を除い

て、未実施である。一方、「今後必要な里親支援体制」に

ついてたずねたところ、「レスパイトケア」は、「里親研

修創設／充実」「相談支援体制の充実」と並んで、4自治

体であげられた。

　分園型GHについては、現在分園型が自治体内にない

と回答した13自治体に対し、その理由をたずねている。

その結果、最も多い回答は、r希望がない」9（692％）

2　第2次調査結果

1）里親型GH
①回収数および回収率

里親型GHは16ホームから回答が得られた（回収率
94．1％）。

②　委託児童について（表2－1～2－29）

委託されている子どもは75名であり、男児が60％と

やや多かった。委託時の年齢は、幼児から中学生まで幅

が広かった。委託児童の現在の年齢は小学校の低学年か

ら高校生までが多くを占めていた。委託期間は、1年未

満は8％で、3年以上が半数以上（53．3％）を占め、12年

以上も5．4％いた。

委託の種類は、里親委託がほとんどである（97．3％）が、

委託一時保護も若干いた。

　委詔経路は、「家庭から」がもっとも多く（44．0％）、次

いでr児童養護施設から」（32．0％）、r乳児院から」

（17．3％）などとなっていた。

　養護問題発生理由は、「父母の養育能力」、「父母の死

亡・行方不明」、r父母の離婚・不和」、r父母の入院」の

順になっていた。

　委託児童と家族との交流に関しては（複数回答）、約半

数は交流がない状況であった。　委託児童の心身の状況

に関しては（複数回答）、身体的な問題に比べて（「特に

なし」が61、81．3％）、精神・行動の問題（「特になし」

が30、40．0％）に多くの問題がみられた。精神・行動の

問題のうち、出現頻度が5％以上の項目は、「知的発達の

遅れ」「多動、落ち着きのなさ」「夜尿」「違法行為、犯罪

行為」r怒りっぽさと反抗」r仲間の子どもと関係を結べ

ない」「過度のなれなれしさ」「浪費」「多食、多飲」「指

しゃぶり」Fl生への強い関心」と多彩であり、しかも複数

の問題をもっていることが少なくない。

　養育上留意していること（2つ選択）は、「心・行動の

安定」がもっとも多く（82．7％）、次いで「友人との関係」

r学習への興味・関心」などとなっていた。

　なお、平成13年度の委託解除児童については、里子の

委託件数で3年未満が20（69．0％）であること、r委託

一時保護」が7（24．1％）と約四分の一を占めているこ

と、人数は少ないが「ショートステイ」「レスパイトケア」

による委託もあることから、多様な機能を有しているこ

とがうかがえた．養護問題発生理由でも、時系列的なデ

ータ集積が必要であるとは思うかし現在の委託児童で多

かった「父母の死亡・行方不明」が少ないことや、現在
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の委託児童では回答がなかった「児童の問題による監護

困難」が4（138％〉あるという結果であった。里子と

家族との交流状況でも、現在の委託児童に関する回答と

は異なり、保護者との交流がなされ、家庭環境改善によ

り委託解除がなされた児童が12（41．4％）となっていた。

③ホームの運営について（表2－30～2－74）

ホームの開設時期は1980年以前のところから2001年

以降のところまであるが、1996－2000年がもっとも多い。

里親登録の期間は5年未満から15年以上にまで分布

しているが、5年以上10年未満がもっとも多かった
（32．3％）。

養育者（里親）のうち、社会福祉施設に勤務経験がな

いものは約三分の一（32．3％）で、少なくとも夫婦のどち

らかは施設勤務経験があるようである。ほとんどが、児

童養護に関連する資格を有しているようであり（複数回

答）、資格の種類は、「児童指導員」13（41．9％）、「教員」

（幼稚園教諭を含むと考えられる）10（32．3％）、「保育士」

8（258％）、「社会福祉士」2（α5％）であった。

実子のいるホームは約半数であった。

住居の状況は、r一戸建」が15ホーム、r集合住宅」が

1ホームであった。住居の所有状況は、「自家」7ホーム、

「借家（賃貸）」8ホーム、無回答1ホームであった。住

居の間取りは4DK以上であった。

現在の委託児童数は2人から7人までに分布し、平均

47人であった。

休息をとることの有無はほぼ二分された（rある」

5a3％、rない」43．8％）。休息とるときに、委託児童を

ケアする人は「同居家族」がもっとも多く、「友人」「ボ

ランティア」などに頼むこともある。

ボランティアは多くのホームで活用されており、1ホ

ーム当たり平均5．3人となっている。ボランティアの活

動内容は、多岐にわたる力叉その中でも、家事援助、里

親外出時のケア、学習指導、遊び、旅行・外出の同伴な

どが主なものであった。

　また、地域との関わりは、16ホームすべてで「1つの

世帯として日常生活を普通に地域の中でおくっている」

と回答があったのに加えて、PTAや町内会活動に積極的

に関わりを持っているという回答が半数以上で見られた。

　一方、地域からの手助けについては、rある」が11

（6＆8％）で、「ない」が5（31．3％）であった。その内

容は、ボランティアの活動内容と同様、多岐にわたるも

のであるが、「学習指導」のように、子どもたちに対して

特別に時間をとって行う手伝というよりも、「日常生活で

子どもと交流（声かけや遊び相手）」r理解と認知をして

もらっている」といったように、日常生活の連続線上で

のr手助け」が多い傾向にあり、地域住民がボランティ

アとは異なる機能を担っていることがわかる。

最後に、意識調査に関する項目を確認する。グループ

ホームを運営する中で過度の負担を感じることの有無に

関しては、「ある」が11（68．8％）、「ない」が5（31．3％）

であった。負担を感じる内容は、「委託児童の性格行動上

の問題」が最も多く、次いでr十分な休息がとれないこ

と」が優先順位の第1位であげられている。第2位での

回答では、「里子の保護者との関係」が3（27．3％）、「里

子の保護者の性格行動上の問題」が2（18。2％）と、里

子の保護者に関するものが半数近くを占めている。

過度の負担がかからないように気をつけていることは、

13ホームで「ある」と回答しており、その内容としては、

「家族間で良好な人間関係をつくること」、「委託児童と

良好な関係をつくること」などが主たるものとなってい

る。

社会的支援体制についての不満をたずねた項目では、

「児童相談所職員の力量に格差がある」が8（50．0％）、

「児童相談所職員が多忙で緊急対応を期待できない」が

6（375％〉、「児童相談所職員の専門性が低い」が5

（31．3％）と、児童相談所に関する不満が全体的に強い。

里子をケアする中で最もよく連携をとっている機関では

「児童相談所」が13（81．3％）と最も多かったが、その

連携の質については十分な検証が必要だということがわ

かる。また、r休息が保障されない」が7（43．8％）と二

番目に多い回答となっており、先述した「過度の負担」

の結果とあわせて見ても、里親型にとって比較的重要な

要素となっているといえる。

2》分園型GH

①回収数および回収率

分園型GHは、第1次調査で把握された96ホームに加

え、研究会において調査対象に該当すると特定された2

ホームを追加し、98ホームに調査票を配布した。57ホー

ムから回答が得られたが、1票無効であった（有効回収

率571％）。ただし、有効票のうち4票は、第1次調査

では把握されていなかったホームからの回答であった。

②入所児童について（表3－1～3－25）

入所児童は314名であり、やや男児が多かった（男児

が165、525％）。措置時の年齢は、0歳から高校生まで

幅が広かった。入所児童の現在の年齢は幼児から高校生

までとなっているが、16～18歳が114と最も多く
（3a3％）を占めていた。これは、自活訓練事業実施指定
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小山他1グループホームの現状と課題（1）

施設に入所している児童によるのかもしれない。GHへ

の在籍期間は、1～2年が最も多いが（3＆5％）、12年以

上も11．2％いた。

措置の種類は、施設入所措置がほとんどであり（313、

997％）、委託一時保護は1例だけであった。

グループホームヘの入所経路は、「家庭から」がもっと

も多く123（39．2％）、次いでr児童養護施設（本体施設）

から」118（3τ6％）、「乳児院から」46（14．6％）などとな

っていた。本体施設以外の児童養護施設からのグループ

ホームヘの入所は少ない（3、2．9％）。

養護問題発生理由は、「父母の虐待・ネグレクト」、「父

母の死亡・行方不明」、「父母の養育能力」、「父母の離婚・

不和」、「父母の就労」、「父母の精神的失調」の順になっ

ていた。

入所児童と家族との交流に関しては（複数回答）、交流

がない児童は約三分の一（33．1％）であった。

入所児童の心身の状況に関しては（複数回答）、身体的

な問題に比べて（「特になし」が270、86．0％）、精神・

行動の問題（「特になし」が125、39．8％）に多くの問題

がみられた。精神・行動の問題のうち、出現頻度が5％

以上の項目は、「怒りっぽさと反抗」「知的発達の遅れ」

「多動、落ち着きのなさ」「違法行為、犯罪行為」「仲間

の子どもと関係を結べない」「爪かみ」「夜尿」「他の子ど

もをいじめる」「過度のなれなれしさ」と多彩であり、し

かも複数の問題をもっていることが少なくないようであ

った。

養育上留意していること（2つ選択）は、「心・行動の

安定」がもっとも多く（216、6＆8％）、次いで「児童と保

護者との関係」「友人との関係」などとなっていた。

平成13年度の措置解除児童については、69名おり、

すべて施設措置による入所であった。入所期間は、5年

以内で50％を超えるが、9年以上も四分の一以上を占め

ている。措置解除・変更理由ではr自活・自立」が40

（58．0％）、措置解除・変更後の状況では「自活・自立」

が36（52．2％）と最も多く、次に多い「家庭環境改善」

「家庭復帰」を大きく上回っているが、措置解除年齢で

13歳以上の合計が30にしかならず、さらなる検証が求

められる。

③ホームの運営（表3－26～3－72）

ホームの開設年は、「1995～1999年」が17、「2000年

以降」が14と、1995年以降の開設が半数以上を占める。

ホームの種類は、地域小規模児童養護施設が13
（23．2％）、自活訓練事業実施指定施設が21（375％）、

その他が21（3τ5％）であった。

ホーム所在地については、関東地方が27（4＆2％）と

半数近くを占めている力叉ほぼすべてについて、東京都

の独自事業として展開されてきたホームである。

住居は、「一戸建て」が50（89．3％）と多いが、集合

住宅が約10％を占めており、また所有槻兄についての質

問項目では半数以上が「借家（賃貸）」であることがわか

った。加えて、住居の間取りは、5DK以上で約半数を占

めるが、「4DK～4LDK」が22（393％）と最も多く、里親

型と比較して、やや物理的に小さめで所有状況も不安定

なものが多いということがわかった。

職員については、「20歳代」が50（336％）と最も多

く、次いで「30歳代」が47（31．5％）であった。これを

反映して、社会福祉施設／機関の通算勤務年数では「5年

未満」が42（28．2％）、「5年以上10年未満」が42（2＆2％）

と10年未満が約60％を占めた。

以上のことから、新人から中堅層の職員が多いといえ

るが、平成13年度における研修会参加回数で「O回」が

約15％を占めており、また、参加しても年に1～2回と

いう回答が比較的多かった。

また、専門的助言については、「とくに専門的助言を受

ける機会はない」は10％に満たないものであり、大半の

職員が何らかの形で助言を得ることはできている。その

助言主体はr本体施設にいる施設長や主任クラスの職員

から」が47（839％）と最も多く、「ホーム内の職員同

士で話し合うことで助言を得ている」が32（57．1％）と

約半数強で該当するものとなっている．また、「施設内で

雇用している心理職や精神科医」を活用しているものも、

21（3τ5％）と比較的多い回答であった。

雇用における施設との関係は、rホーム専属の常勤とし

て雇用」が31（2α8％）、「本体施設の常勤として雇用」

が63（42．3％）と、常勤雇用が約80％を占める。

職員の配置換えに関する平均的な年数は、無回答が23

（41．1％）であったが、次に多いのが「3年」で約五分

の一を占める。無回答が多かったのは、開設年が比較的

近年であることと、職員の中にホーム専属で雇用されて

いる者（配置換えのない者）と、そうでない者が混在し

ており回答しづらいということがあったのかもしれない。

また、「住み込み制度」は「なし」が大半を占めたが、「あ

り」も約五分の一で回答されており、そうした背景があ

り「配置換え」という概念が馴染まないホームがあるこ

とを推測させる。

なお、ホームの職員数については、r3人」が最も多く、

23（41．1％）で、次に「1人」が12（21．4％）となって

いる。

ホームを支える資源としてボランティアの存在を忘れ
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ることはできないが、これについては、「0人」が29

（5L8％）であり、本体施設の運営とは違う傾向を示し

ている。

　続いて、ホームの運営に関する意識調査項目の結果を

参照する。まず、ホームを運営する中で過度の負担を感

じるかどうかたずねた項目に対しては、「ある」が36

（64．3％）、「ない」が19（31．3％）であった。負担の内

容としては、「入所児童の性格行動上の問題」が最も多か

った。次に回答者数はかなり減るが、「十分な休息がとれ

ないこと」が13票であげられており、比較的多かった。

過度の負担がかからないように気をつけていることは、

「職員間で良好な人間関係をつくる」「入所児童と良好な

人間関係をつくる」が多かった。この項目については、

里親型とほぼ同じ傾向を示したといえる結果である。

　最後に、社会的支援体制についての不満をたずねたと

ころ、37（66．1％）でr（不満が）ある」との回答であっ

た。その内容は、児童相談所に向けられたものが最も多

い。ほかの質問項目で「入所児童をケアする中で最もよ

く連携がとれている機関／とれていない機関」をたずねた

ものでは、「児童相談所」は「本体施設」「入所児童が在

籍する学校／幼稚園」と並んで、最もよく連携がとれる機

関として特定されたが、その児童相談所への期待は充足

されきっていないことがわかる。この点については、里

親型との共通項といえる。

lV考察

1　グループホームの定義

　社会的養護の今後のあり方に関する研究班（1986）

によれば、グループホームとは、「自分の家庭におい

て生活できない社会福祉二一ドをもった、最大12

人位までの生活主体者（クライエント）が、地域社

会の通常の住宅地における、通常の家屋において、

ハウスペアレントと共に生活することによって、そ

の生活を支え、二一ドを充足していく社会的養護の

一形態」と定義される。要養護児童のためのグルー

プホームとは、「通常の家庭規模の要養護児童が、通

常の地域社会の、通常の住居において、ハウスペア

レントと共に生活することによって要養護二一ドを

充足していく社会的養護の一形態」ということにな

る。そして、ハウスペアレントが夫婦の場合、特に

ファミリーグループホームということである。また、

この研究班では、グループホームを、施設分園型G

Hと、里親・独立型GHとに大別し、後者はさらに、

里親型GH、都養育家庭型GH、家庭養護寮型GH、

独立型GHとに分類した。

　本研究では、実践されているグループホームの状

況をふまえ、研究方法に示したような定義を採用し
た。

2　第1次調査結果について
　今回の調査（2002（平成14）年4月1日現在）では、

里親型GHが17ホーム、施設分園型GHが96ホー
ムであった。社会的養護の今後のあり方に関する研

究班（1986）の調査では、1984（昭和59）年8月8日現

在、里親・独立型が26ホーム、施設分園型が18ホ

ームであった。家庭養護促進協会（1987）の調査では、

1986（昭和61）年12月31日現在、里親型が18ホー

ム、施設分園型が22ホーム、独立型（自立援助ホ

ーム）が6ホームあり、これとは別に終了したとこ

ろが5ホームとなっていた。これらの結果を比較す

ると、1980年代半ばから今日まで、里親型GHの数

はほぼ横ばいの状況にある。実際、里親型GHを実

施しているのは3つの自治体にすぎなかった。

　施設分園型グループホームは、約15年間でホーム数は

ある程度増加した。しかし、児童養護施設数を考慮すれ

ば、地域小規模児童養護施設および自活訓練事業実施指

定施設を含めても児童養護施設の20％以下にしか分園

型グループホームは設置されていない現状にある。平成

13・14年度全国児童養護施設一覧によれば他の形態と

の併用を含めて、「小舎制」を標榜している施設は550

施設のうち93施設（16．9％）にすぎない。施設の小規模化

はあまりすすんでいないといえよう。

3　第2次調査結果について

　今回の調査結果でもっとも顕著に示されたことは、委

託児童の心身の状況、とくに「精神・行動」の問題であ

ろう。その問題の多彩さ、そして問題を重複してもって

いる子どもも少なくないことは、養育に多大な困難さを

もたらすであろう。

　また、児童相談所との連携状況については今後の課題

として、さらに何が課題であり、よりよい連携のために

必要な実施体制及び方法論の追究が求められる．

＜文献＞
社会的養護の今後のあり方に関する研究班（研究責任者

　大谷嘉朗）：社会的養護の今後のあり方に関する研究一

　調査研究編および提言編一．（財）資生堂社会福祉事業

　財団，1986．
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小山他：グループホームの現状と課題（1）

我国におけるグループホームの現状調査と展望への提言

　（昭和60年度　財団法人日本社会福祉弘済会助成事

　業報告書）．家庭養護促進協会，1986．

ファミリーグループホーム最終報告調査研究委員会報告．

　横浜市民生局児童課，1992．

高橋利一：子どもたちのグループホーム　地域小規模児

　童養護施設の実施に向けて．筒井書房，2002．

《第1次調査結果》

表H　里親型GHの制度化
該当自治体数

している 5
していない 47

準備中 2
合計 54

％

　9．3

87。0

　3．7

100．0

茨城県 平万

千葉県 平万

表1－2里親型GH制度化の実施予定年度

　　　　　　　　　　　　　　平成14年度から

　　　　　　　　　　　　　　平成15年度から

横浜市
日i

東京都 日i

滋賀県 」

川崎市 」

群馬県 コ

表1－3里親型GHを制度化した年度

　　　　　　　　　　　　　　　昭和58年度

　　　　　　　　　　　　　　　昭和60年度

　　　　　　　　　　　　　　　平成元年度

　　　　　　　　　　　　　　　平成3年度

　　　　　　　　　　　　　　　平成14年度

表1－4　里親型GHを制度化した理由

横浜市

昭和57年rよこはま21世紀プラン」の中で、施設

と里親の中間に位置する新たな養護形態としてフ

ァミリーグループホームの導入を計画。補助金の予算化に

伴いファミリーグループホーム制度を展開、計画の進展促進

のため。

東京都

従来の施設養護と里親制度の中間的形態として

施設分園型と里親型の両方をグループホームとして指

定。当該児童にできるだけ家庭的養護を提供する

ため。

滋賀県

従来の児童養護施設と里親の中間的形態として

の新しい養護形態を提供し、児童福祉の向上に図

るため。また、児童の養護は可能な限り、家庭に

近い状況で養育することが望ましく、施設養護で

は、施設面、職員面から実施が困難なため。

川崎市

社会的養護を必要とする児童に対し、施設と里親

の中間形態として、施設では体験できない小集団

での家庭生活を送り、児童福祉の向上と自立を目

指すため。

群馬県
要養護児童をひとりでも多く、家庭に近い環境で

保護育成し、その自立を支援するため。

※5自治体とも、里親型GH要綱の提出あり。
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表1－5実施している里親支援体制
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　　　　　　　　　　表1－10里親型GHがない理由

横浜市

轍
滋賀県 川崎市 群馬県 分園型グ1レプホーム制度化時に、具体的実施予定はなかった

レ刃、。イトケア

一 一 一 一 ○ が、里親型グ1卜一プむムも併せて制度化した。

里親研修 ○ ○ ○ ○ ○ 滋賀県 ○里親の資格要件が厳しく該当する里親がいない

相談支援体制の充実 一 ○ 一 ○ 一
○既存の里親制度で6名まで委託でき、グ1トプ旋ムは必要

里親同士の交流の場 ○ ○ ○ ○ ○ ないという財政当局の判断

GH用住居の供給 ○ 一 『 一 『 群馬県
○平成14年10月1日から実施している。（1ホーム）

諸手当の充実 ○ ○ 一 ○ ○ （調査の基準日にあたる4月1日現在にはなかった）

その他 一 一 一 一 一

※　東京都は「レスパイトケア」を平成15年度より実施予

　　定。

表1－6今後必要な里親支援体制

表1－11 分園型GHの制度化
　　ノT㌧」　『口I　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　」　　　　　1ノノヤ　　　　丁』X　　　ノ天〃U　J

　　定。

表1－6今後必要な里親支援体制

該当自治体数 ％

している 24 444
していない 28 51．9

横浜市

繍
滋賀県 川崎市 群馬県 準備中 2 3．7

レ刃fイトケア創設／充実 ○ ○ 『 ○ ○ 合計 54 100．0

里親研修創設／充実 ○ ○ 一 ○ ○

表1－12分園型GH制度化の実施予定年度相談支援体制の充実 ○ ○ ｝ ○ ○

里親同士の交流の場 ○ ○ 一 ○ 一
山梨県 平成15年度から

㎝用住居の供給 ○ 一 一 ○ 一
長野県 平成15年度から

諸手当の充実 ○ ○ 一 ○ 『

表1－13分園型GHの要綱がある自治体その他 一 『 一 『 一

表1イ現在、自治体内に里親型グループホームがある

群馬県 東京都 滋賀県

島根県 横浜市 川崎市表1－7

か

表1－8

現在、自治体内に里親型グループホームがある

ある 横浜市、東京都、川崎市 表1－14現在、自治体内に分園型GHがあるか

ない 滋賀県、群馬県 該当自治体数 ％

表1－8現在の里親型GH数及び終了したGH数

ある 37 68．5

ない 13 24．1

横浜市 東京都 川崎市 無回答 4 7．4

現在のGH数 7 6 4 合計 54 100．0

過去3年間のGH設置数 2 2 0
過去3年間に終了したGH数 0 2 0
GH制度化以来、終了したGH数 2 17 0

現在の里親型GH数及び終了したGH数

表1－12分園型GH制度化の実施予定年度

　　　山梨県　　　　　　　平成15年度から

　　　長野県　　　　　　　　平成15年度から

表1－13分園型GHの要綱がある自治体

表1－14現在、自治体内に分園型GHがあるか

表1－9里親型GHが終了となった理由

横浜市
O里親が病気となり、継続困難になったため

○里親が児童福祉施設に勤務することになったため

東京都 （回答なし）
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表H5　自治体ごとの分園型GH数

小山他：グループホームの現状と課題（1）

　　　　　　　　　　表1－16補助実施状況

自治体名 分園型㎝ （地域小規模） （自活諜東） （その他） 種別 地域小規模 自活訓練 その他 合計

岩手県 2 0 2 0 国＋自治体 16 34 2 52

宮城県 1 0 1 0 国のみ 0 8 0 8
秋田県 1 0 1 0 自治体のみ 3 1 28 32

茨城県 4 1 3 0 なし 0 2 2 4
群馬県 2 1 1 0 合計 19 45 32 96

埼玉県 11 8 3 0 ※調査票上での回答を尊重して集計した力叉以下のような

　メモがつけられている調査票があて）た。

　・地域小規模のr国＋自治体」のうち、1件はr国は措置

　　費のみ」とメモあり

　・自活訓練の「国＋自治体」のうち、1件はr自治体は措

　　置費負担分」とメモあり

　・自活訓練のr国＋自治体」のうち、1件はr国も自治体

　　も措置費支弁」とメモあり

　・自活訓練の「国のみ」のうち、3件は「県負担を含める」

　　とメモあり

　・自活訓練の「なし」のうち、1件は「措置費基準額のみ」

　　とメモあり

　・地域小規模の「国＋自治体」のうち、1件は「補助では

　　なく指定承認」とメモあり

表1－17過去3年間に設置されたGH数

千葉県 2 0 2 0
東京都 27

一 一
27

石川県 1 0 1 0
岐阜県 2 0 0 2
静岡県 1 1 0 0
愛知県 2 1 1 0
三重県 3 0 3 0
滋賀県 2 1 0 1
京都府 1 0 1 0
大阪府 7 0 7 0
奈良県 1 0 1 0
鳥取県 1 0 1 0
島根県 1 0 1 0
岡山県 1 0 1 0
広島県 2 2 0 0 地域小規模 自活訓練 その他

山口県 2 0 2 0 GH数 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

徳島県 1 0 1 0 0 26 70．3 18 4＆6 34 91．9

高知県 1 0 1 0 1～2 10 270 14 37．8 2 5．4

福岡県 2 0 2 0 3～4 0 0．0 3 8．1 1 2．7

佐賀県 1 0 1 0 5～6 0 0．0 1 2．7 0 α0

長崎県 1 0 1 0 6以上 1 2．7 1 2．7 0 0．0

熊本県 1 0 1 0 合計 37 100．0 37 10α0 37 100．0

大分県 1 0 1 0
表1－18過去3年間で終了となったGH数沖縄県 1 0 1 0

仙台市 1 1 0 0 終了GH数 該当自治体数 ％

横浜市 3 0 1 2 0 31 838

名古屋市 1 1 0 0 1 4 1α8

大阪市 2 2 0 0 2 0 0．0

神戸市 1 0 1 0 3 1 2．7

北九州市 1 0 1 0 無回答 1 2．7

福岡市 1 0 1 0 合計 37 100．0

合計 96 19 45 32

※調査票上での回答を尊重して集計した力叉以下のような

　メモがつけられている調査票があて）た。

　・地域小規模のr国＋自治体」のうち、1件はr国は措置

　　費のみ」とメモあり

　・自活訓練の「国＋自治体」のうち、1件はr自治体は措

　　置費負担分」とメモあり

　・自活訓練のr国＋自治体」のうち、1件はr国も自治体

　　も措置費支弁」とメモあり

　・自活訓練の「国のみ」のうち、3件は「県負担を含める」

　　とメモあり

　・自活訓練の「なし」のうち、1件は「措置費基準額のみ」

　　とメモあり

　・地域小規模の「国＋自治体」のうち、1件は「補助では

　　なく指定承認」とメモあり

表1－17過去3年間に設置されたGH数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表1－18過去3年間で終了となったGH数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了GH数　　　該当自治体数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　37

※東京都については、独自制度を持ち、地域小規模児童養

護施設等に関する申請をしていないため、内訳は出して

　いない（調査基準日現在）。
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表1－19過去に終了となったGH数

終了GH数 実数 ％

0 31 83．8

1 3 8．1

2 1 2．7

3 0 0．0

4 0 0．0

5 1 2．7

無回答 1 2．7

合計 37 100．0

表レ24　今後企画している予定

平成14年6月26日、里親型グループホームが一増とな

っています。また、平成14年10月1日から地域小規模

児童養護施設（1ヵ所）の指定を受けています。

現在、分園型自活訓練事業を実施している○○園につい

ては、来年度分園型を終了し、地域小規模児童養護施設

の方を申請する予定です。

平成15年度から新たに地域小規模児童養護施設の設置を

計画している。計画施設：○○ホーム。

表1－20分園型GHが終了となった理由α魁）（n＝5）

該当自治体数

措置解除を契機に 2
経済的に継続困難 0
職員の負担が大きい 0
不明 0
GHに措置できる子どもがいなくなった 0
その他 4

表1－21　「その他」の内容

内容 件数

国が同一法人で地域小規模と分園型の両方の承

認を行わなくなったため

2

暫定定員のため国承認が得られなくなった 1
地元自治会とのトラブルのため 1
地域小規模に転向したため（予定） 1
里親型GHに切り替えのため 1

表1－22分園型GHがない理由鍛）（nニ13）

実数 ％

希望がない 9 69．2

希望あるも不適切な施設 1 7．7

財政的に困難 2 15．4

6人なら本体施設で対応すればいい 1 7．7

施設が十分で必要性ない 0 0．0

その他 2 15．4

表1－23　「その他」の内容

地域小規模児童養護施設について希望があり、国へ協議

したが、入所率の点で不採択

社会福祉法人において小規模児童養護施設の設置を検討

中
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小山他ニグループホームの現状と課題（1）

　　　　　　　　《第2次調査結果》

　　　　＜里競型グループホーム委託児童＞

表2・1里子の性別

人数 ％

男 45 60．0

女 30 40．0

合計 75 100．0

表2・2　里子の委託時の年齢

人数 ％

1～3歳 19 25．3

4～6歳 12 16．0

7～9歳 24 32．0

10～12歳 9 12．0

13～15歳 11 14．7

16～18歳 0 0．0

19歳以上 0 0β

合計 75 100．0

表2－5　里子の委託の種類

委託一時保護

里親委託

ショートステイ

レスパイトケア

合計

表2・6　里子の委託経路

人数

家庭から

乳児院から

児童養護施設から

その他の児童福祉施設から

他の里親家庭から

その他

合計

％

2 2．7

73 97．3

0 0．0

0 0．O

75 100．0

人数 ％

33 44．0

13 17．3

24 32．0

2 2．7

2 2．7

1 1．3

75 100．0

表2－7　里子の養護問題発生理由

表2－3　里子の現在の年齢

人数 ％

1～3歳 3 4．0

4～6歳 5 6．7

7～9歳 16 21．3

10～12歳 25 33．3

13～15歳 10 13．3

16～18歳 16 21．3

19歳以上 0 0．0

合計 75 100．0

表2－4　里子の委託年数

人数 ％

3年未満 35 46．7

0年 （6） （8．0）

1年 （15） （20．0）

2年 （14） （18．7）

3～5年 17 22．7

6～8年 13 17．3

9～11年 6 8．0

12～14年 2 2．7

15年以上 2 2．7

合計 75 100．0

父母の死亡・行方不明

父母の離婚・不和

父母の拘禁

父母の入院

父母の就労

父母の精神的失調

父母の虐待・ネグレクト

児童の問題による監護困難

親の未婚

父母の養育能力

その他

合計

表2－8　「その他」の内容

　　　　　　　　カテゴリー

前里親のネグレクト

施設での不適応

里親の疾病

姉と一緒に養育するため

人数 ％

13 17．3

9 12．0

2 2．7

9 12．0

1 1．3

3 4．0

6 8．0

0 0．0

2 2．7

15 20．0

15 20．0

75 100．0

件数

　1

　1

　1

　1
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表2・9　里子と家族との交流状況（MA）（nニ75） 表2・12　里子の精神・行動状況（MA）（n＝75）

人数 ％ 人数 ％

電話・手紙あり 27 36．0 知的発達の遅れ 13 17．3

面会あり 31 41．3 絨黙選択的絨黙 3 4．0

帰省あり 24 32．0 多動、落ち着きのなさ 12 16．0

保護者はいるが交流なし 17 22．7 過度のなれなれしさ 5 6．7

保護者は行方不明／死亡 18 24．0 著しい無気力、無表情 2 2．7

表2・10　里子の身体状況（MA）（n＝75）

怒りっぽさと反抗 7 9．3

違法行為犯罪行為 8 10．7

人数 ％ 著しい引きこもり 0 0．0

身体虚弱・病弱 1 1．3 不眠 1 1．3

低身長 3 4．0 夜驚 0 0．0

低体重 3 4．0 夜尿 11 14．7

肥満 2 2．7 多食、多飲 4 5．3

身体障害（視聴覚障害を含む） 4 5．3 爪かみ 2 2．7

継続的治療を必要とする怪我 0 0．0 指しゃぶり 4 5．3

その他 5 6．7 抜毛癖 2 2．7

特になし 61 81．3 その他の常同症、習慣障害 2 2．7

表2・11　「その他」の内容

吃音 0 0．0

チック 3 4．0

カテゴリー 件数 性への強い関心 4 5．3

継続的治療を必要とする疾病 1 手洗い強迫等の強迫行為 0 0．0

1度房室ブロック 1 ひきつけ（含、てんかん） 1 1．3

平衡感覚違和感 1 他の子どもをいじめる 1 1．3

他の子どもにいじめられる 2 2．7

仲間の子どもと関係を結べない 7 9．3

家出 1 1．3

浪費 5 6．7

退行 3 4．0

その他 7 9．3

特になし 30 40．0

表2・10

表2・11

里子の身体状況（MA）

「その他」の内容

（n＝75）

表2－13　「その他」の内容

カテゴリー 件数

虚言 1
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小山他：グループホームの現状と課題（1）

表2・14　養育上留意している点（2つ選択）（n＝75）

人数 ％

心・行動の安定 62 82．7

医療的ケア 5 6．7

友人との関係 16 21．3

異1生との関係 1 1．3

きょうだいとの関係 9 12．0

里子と里子の保護者との関係 9 12．0

学習への興味・関心 16 21．3

就職指導 6 8．0

とくになし 8 10．7

その他 5 6．7

　　　〈里親型グループホーム委託解除児童＞

表2－15　里子の性別

　　　　　　　　　人数
男

女

合計

表2・16　里子の委託時の年齢

　　　　　　　　　人数
1～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

19歳以上

合計

表2・17　里子の委託解除時の年齢

　　　　　　　　　人数
1～3歳

4～6歳

7～9歳

．10～12歳

13～15歳

16～18歳

19歳以上

合計

表2・18　里子の委託年数

　　　　　　　　　人数
3年未満

　2年
3～5年

6～8年

9～11年

12～14年

15年以上

合計

％

14 48．3

15 51．7

29 100．0

％

7 24．1

4 13．8

5 17．2

1 3．4

8 27．6

2 6．9

0 0．0

29 100．0

％

6 20．7

4 13．8

6 20．7

2 6．9

3 10．3

6 20．7

2 6．9

29 100．0

％

20 69．0
〔16） （55．2）

（4） （13．8）

（0） （0．0）

8 27．6

1 3．4

0 0．0

0 0．0

0 0．0

29 100．0
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表2－19　里子の委託の種類 表2－23　里子と家族との交流状況（MA）（nニ29）

人数 ％ 人数 ％

委託一時保護 7 24．1 電話・手紙あり 14 48．3

里親委託 20 69．0 面会あり 14 48．3

ショートステイ 1 3．4 帰省あり 16 55．2

レスパイトケア 1 3．4 保護者はいるが交流なし 4 13．8

合計 29 100．0 保護者は行方不明／死亡 0 0．0

表2・20　里子の委諮経路 表2・24　委託解除理由

人数 ％ 人数 ％

家庭から 20 69．0 家庭環境改善 12 41．4

乳児院から 1 3．4 養子縁組 0 0．0

児童養護施設から 4 3．4 自活・自立 4 13．8

その他の児童福祉施設から 0 0．0 無断外出 0 0．0

他の里親家庭から 4 138 関係不調 1 34
その他 0 0．0 死亡 0 0．0

合計 29 100．0 子どもの強い希望 2 6．9

表2－21里子の養護問題発生理由

その他 7 24．1

無回答 3 10．3

人数 ％ 合計 29 100．0

父母の死亡・行方不明 2 6．9

表2・25委託解除後の状況父母の離婚・不和 1 3．4

父母の拘禁 3 10．3 人数 ％

父母の入院 5 17．2 家庭復帰 15 51．7

父母の就労 2 6．9 養子縁組 0 0．0

父母の精神的失調 1 3．4 自活・自立 4 13．8

父母の虐待・ネグレクト 3 10．3 不明 0 0．0

児童の問題による監護困難 4 13．8 死亡 0 0．0

親の未婚 0 0．0 里親委託 2 6．9

父母の養育能力 2 6．9 児童福祉施設措置 4 13．8

その他 5 17．2 児童福祉施設以外の社会福祉

施設利用

2 6．9

無回答 1 3．4

合計 29 100．0 その他 1 3．4

表2－22　「その他」の内容

無回答 1 3．4

合計 29 100．0

カテゴリー 件数

異父母の葬祭のためのレスパイトとして短期委

託
1

表2－21

表2・22

里子の養護問題発生理由

「その他」の内容

表2・25 委託解除後の状況
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小山他：グループホームの現状と課題（1）

表2・26　里子の身体状況（MA）（nニ29）

人数 ％

身体虚弱・病弱 0 0．0

低身長 0 0．0

低体重 1 3．4

肥満 1 3．4

身体障害（視聴覚障害を含む） 1 3．4

継続的治療を必要とする怪我 1 3．4

その他 5 17．2

特になし 22 75．9

表2－27　「その他」の内容

カテゴリー 件数

精神障害 1
高機能障害 1
胃炎 1

表2・28　里子の精神・行動状況（MA〉（nニ29）

知的発達の遅れ

絨黙、選択的絨黙

多動、落ち着きのなさ

過度のなれなれしさ

著しい無気力、無表情

怒りっぽさと反抗

違法行為、犯罪行為

著しい引きこもり

不眠

夜驚

夜尿

多食、多飲

爪かみ

指しゃぶり

抜毛癖

その他の常同症、習慣障害

吃音

チック

性への強い関心

手洗い強迫等の強迫行為

ひきつけ（含、てんかん）

他の子どもをいじめる

他の子どもにいじめられる

仲間の子どもと関係を結べない

家出

浪費

退行

その他

特になし

人数 ％

5 17．2

1 3．4

1 3．4

2 6．9

2 6．9

1 3．4

2 6．9

1 3．4

1 3．4

0 O．0

3 10．3

1 3．4

0 0．0

0 0．0

1 3．4

0 0．0

1 3．4

0 0．0

4 13．8

0 0．0

1 3．4

3 10．3

1 3．4

2 6．9

1 3．4

0 0．0

1 3．4

0 0．0

15 51．7
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表2－29養育上留意していた点（2つ選択）（n＝29）

実数 ％ ＊　里親の属性を明らかにする目的で表2・35から表2・38まで

　　は、里親登録をしている者（31名）に限って集計した。これ

　　により、養育に従事していると思われる（成人している）が

　　里親ではないものが若干名除外されるが、大半の養育者はカ

　　バーしていると判断した。

　　（参考：一家族を除いて夫婦とも里親登録をしている1祖父母

　　　の同居は一家族のみであった／実子及び元里子の年齢は、20

　　　代の者が4名、うち2名が20代後半であった）。

表2・30　里子を除く家族の人数

心・行動の安定 19 65．5

医療的ケア 4 13．8

友人との関係 2 6．9

異性との関係 2 6．9

きょうだいとの関係 1 3．4

里子と里子の保護者との関係 7 24．1

学習への興味・関心 0 0．0

就職指導 1 3．4

とくになし 4 13．8 GH数 ％

その他 3 10．3
2人 6 37．5

3人 2 12．5

4人 2 12．5

5人 2 12．5

6人 4 25．0

合計 16 100．0

　　　　　〈里親型グルーブホームの家族＞

＊　里親の属性を明らかにする目的で、表2・35から表2・38まで

　　は、里親登録をしている者（31名）に限って集計した。これ

　　により、養育に従事していると思われる（成人している）が

　　里親ではないものが若干名除外されるが、大半の養育者はカ

　　バーしていると判断した。

　　（参考：一家族を除いて夫婦とも里親登録をしている1祖父母

　　の同居は一家族のみであった／実子及び元里子の年齢は、20

　　代の者が4名、うち2名が20代後半であった）。

表2・30　里子を除く家族の人数

表2－31実子人数

GH数 ％

0人 8 50．0

2人 2 12．5

3人 3 18．8

4人 2 12．5

無回答 1 6．3

合計 29 100．0

表2・32　里親登録状況

人数 ％

里親 31 51．7

里親ではない 29 48．3

合計 60 100．0

表2・33年齢

人数 ％

20歳未満 18 30．0

20歳代 6 10．0

30歳代 6 10．0

40歳代 11 18．3

50歳代 15 25．0

60歳以上 4 6．7

合計 60 100．0
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表2・34続柄

人数 ％

夫 14 23．3

妻 14 23．3

実子 21 35．0

元里子 1 1．7

その他 2 3．3

無回答 8 13．3

合計 60 100．0

表2・38　就労状況

常勤職員として雇用されている

非常勤職員として雇用されている

自営業

就業していない

無回答

合計

実数 ％

5 16．1

2 6．5

2 6．5

13 41．9

9 29．0

31 100．0

表2・35　里親通算経験年数

人数 ％

5年未満 4 12．9

5年以上10年未満 10 32．3

10年以上15年未満 8 25．8

15年以上 9 29．0

合計 31 100．0

表2・36　社会福祉施設勤務年数

人数 ％

0年 10 32．3

5年未満 0 0．0

5年以上10年未満 7 22．6

10年以上15年未満 2 6．5

15年以上20年未満 5 16．1

20年以上25年未満 4 12．9

25年以上 3 9．7

合計 31 100．0

表2－37資格（MA）（nニ31）

人数 ％

社会福祉士 2 6．5

保育士 8 25．8

児童指導員 13 41．9

看護師・保健師 0 0．0

医師 0 0．0

教員 10 32．3
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　　＜里親型グルーブホーム実態調査結果＞

表2・39現在のホームにおける委託児童数

表2－43休息をとることはあるか

表2・39現在のホームにおける委託児童数 GH数 ％

GH数 ％ あ　る 9 56．3

2人 1 6．3 な　い 7 43．8

4人 7 43．8 合計 16 100．0

5人 4 25．0

表2・44休息をとるときに誰が里子のケアをしている

か

6人 3 18．8

7人 1 6．3

合計 16 100．0 第1位 第2位

表2－40　平成13年度委託児童数
GH数 ％ GH数 ％

同居家族 6 66．7 1 11．1

GH数 ％ 繍 1 11．1 3 33．3

0人 1 6．3 近隣 0 0．0 1 11．1

1人 1 6．3 その他 2 22．2 2 22．2

2人 1 6．3 無回答 0 0．0 2 22．2

5人 1 6．3 小計 9 100．0 9 100．0

6人 5 31．3 非該当 7 7
7人 3 18．8 合計 16 16

12人 1 6．3

表2－45その他の記述内容無回答 3 18．8

合計 16 100．0 カテゴリー 件数

表2－41平成13年度委託解除児童数

友人 2
家庭保育園 1

GH数 ％ ボランティア 1
0人 2 12．5

表2－46平成13年度に活用したボランティア人数1人 4 25．0

2人 2 12．5 GH数 ％

3人 4 25．0 0人 2 12．5

9人 1 6．3 1人 3 18．8

無回答 3 18．8 2人 1 6．3

合計 16 100．0 4人 1 6．3

表2・42ホームの開設年

5人 1 6．3

8人 1 6．3

GH数 ％ 9人 1 6．3

1980年以前 1 6．3 10人 1 6．3

1981～1985年 1 6．3 23人 1 6．3

1986～1990年 2 12．5 無回答 4 25．0

1991～1995年 3 18．8 合計 16 100．0

1996～2000年 7 43．8

2001年以降 1 6．3

無回答 1 6．3

合計 16 100．0

表2－40　平成13年度委託児童数

表2－41

表2・42

平成13年度委託解除児童数

ホームの開設年

表2・44　休息をとるときに誰が里子のケアをしている

か

表2－45その他の記述内容

表2・46　平成13年度に活用したボランティア人数
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表2・47　ボランティアの活動内容

GH数 ％

記入あり 10 83．3

記入なし 2 16．7

小計 12 100．0

非該当 4
合計 16

表2・48　ボランティアの活動内容に関する記述

カテゴリー 件数

家事援助 5
里親外出時のケア 5
学習指導 4
遊び 4
旅行・外出の同伴 3
里子の登下校付き添い 1
理容 1
作業手伝い 1
転住付添 1
里子退院時にほかの里子のケアをする 1
一定時間のみ里子をその家庭に預ける 1

表2・49　里親型グループホームを運営する中で過度の

負担を感じることがあるか

GH数 ％

あ　る 11 68．8

な　い 5 31．3

合計 16 100．0

表2－50　感じる負担の内容

里子の性格行動上

の問題

里子の学力があが

らないこと

里子と人間関係が

作れないこと

里子とその保護者

との関係

里子の障害から派

生する問題

里子の保護者の性

格行動上の問題

里子の保護者と人

間関係が作れない

こと

同居家族との関係

十分な休息がとれ

ないこと

児童相談所や学校

等社会的機関の理

解が得られにくい

こと

近隣等社会一・般の

人たちからの理解

が得られないこと

実子を含めた子ど

もたち同士のトラ

ブ）レ

その他

無回答

小計

非該当

合計

第1位
GH（％）

7（63．6）

0（0．0）

0（0。0）

1（9．1）

0（0。0）

1（9．1）

0（0．0）

0（0．0）

2（18．2）

0（0．0）

0（0．0）

0（0．0）

　0（0．0）

　0（0．0）

11（100．0）

　　　5

　　16

第2位 第3位
3H数（％） GH数（％）

2（18．2） 1（9．1）

0（0．0） 1（9．1）

0（0．0） 0（0．0）

3（27．3） 0（0．0）

1（9．1） 0（0．0）

2（18．2） 0（0．0）

0（0．0） 0（0．0）

0（0．0） 0（0．0）

0（0．0） 1（9．1）

0（0．0） 1（9．1）

0（0．0） 0（0．0）

2（18．2） 3（27．3）

0（0．0） 0（0．0）

1（9．1） 3（27．3）

9（100．0） 9（100．0）

7 7
16 16

表2・51里親型グループホームを運営する中で過度の

負担がかからないように気をつけていることはあるか

あ　る

な　い

合計

GH数 ％

13 81．3

3 18．8

16 100．0
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過度の負担がかからないように気をつけてい　　表2・54　平成13年度に何回研修会に参加したか

ること GH数 ％

第1位 第2位 第3位 0回 3 18．8

GH数（％） GH数（％） GH数（％） 1回 1 6．3

家族間で良好な人

間関係を作ること
5（38．5） 1（7．7）

2回 4 25．0

3回 3 18．8

里子の保護者と良

好な関係を作るこ

と

1（7．7） 1（7．7） 0（0。0）

4回 1 6．3

7回 2 12．5

10回 1 6．3

里子と良好な関係

を作ること

4（30．8） 2（15．4） 0（0．0）
無回答 1 6．3

合計 16 100．0

適度に休息をとる

ようにすること

1（7．7） 1（7．7） 3（23．1）

表2・55平成13年度にアフターケアを行った人数
自分の趣味を見っ

けること

0（0．0） 0（0．0） 1（7．7） GH数 ％

0人 4 25．0
親しい里親仲間を

作ること

0（0．0） 0（0．0） 1（7．7）
1人 4 25．0

2人 3 18．8

親しい友人（里親

以外）を作ること
0（0．0） 2（15．4） 3（23．1） 3人 3 18．8

6人 1 6．3

自分で問題解決の

学習をすること

1（7．7） 1（7．7） 2（15．4） 無回答 1 6．3

合計 16 100．0

研修会や勉強会に

参加すること

1（7．7） 1（7．7） 2（15．4）

表2・56　住居の状況：建物
誰かに愚痴をいう

こと

0（0．0） 0（0．0） 0（0．0） GH数 ％

一戸建て 15 93．8
児童相談所や施設

の職員と話し合い

をすること

0（0．0） 1（7．7） 0（0．0）

集合住宅 1 6．3

合計 16 100．0

表2・57　住居の状況：所有
その他 1（7．7） 0（0．0） 0（0．0）

無回答 0（0．0） 0（0．0） 0（0．0）

GH数 ％

小計 13（100．0） 13（100．0） 13（100．0）

自家 7 43．8
非該当 3 3 3 借家（賃貸） 8 50．0
合計 16 16 16

無回答 1 6．3

合計 16 100．0
表2・53 「その他」の内容

表2・55 平成13年度にアフターケアを行った人数

表2・56　住居の状況：建物

表2・57 住居の状況：所有

カテゴリー 件数

夫婦間での意思疎通と役割分担 1
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表2－58住居の状況：敷地

GH数 ％

100㎡以上150㎡未満 3 18．8

150㎡以上200㎡未満 2 12．5

200㎡以上250㎡未満 4 25．0

250rゴ以上300㎡未満 0 OO
300㎡以上350㎡未満 2 12．5

350㎡以上 3 18．8

無回答 2 12．5

合計 16 100．0

表2・59間取り

GH数 ％

4DK～4LDK 5 31．3

5DK～5LDK 2 12．5

6LDK以上 8 50．0

無回答 1 6．3

合計 16 100．0

表2・60

たり）

表2・62里子をケアする中で最もよく連携（協力関係）

をとっている機関（MA）（nニ16）

児童相談所

過去に入所していた児童福祉施設

里子が利用している保育所

里子が在籍する学校・幼稚園

福祉事務所

保健所

医療機関

民生児童委員

主任児童委員

その他

表2－63　「その他」の内容

　　　　　　　　カテゴリー

親法人の児童養護施設

教会

市の教育相談

GH数 ％

13 81．3

0 0．0

1 6．3

11 68．8

0 0．0

0 0．0

3 18．8

0 0．0

0 0．0

3 18．8

件数

　1

　1

　1

学校以外の教育施設・教材利用費用（ひと月あ

GH数 ％

0円 3 18．8

1～9，999円 2 12．5

10，000～19，999円 1 6．3

20，000～29，999円 0 0．0

30，000～39，999円 4 25．0

40，000～49，999円 2 12．5

50，000～59，000円 1 6．3

60，000～65，000円 3 18．8

合計 16 100．0

表2・61民間のセラピストや精神科医による治療費用

（ひと月あたり）

GH数 ％

0円 14 87．5

1～9，999円 1 6．3

10，000～20，000円 1 6．3

合計 16 100．0

表2－64　里子をケアする中で最もよく連携（協力関係）

がとれていない機関（MA）（n＝12）

児童相談所

過去に入所していた児童福祉施設

里子が利用している保育所

里子が在籍する学校・幼稚園

福祉事務所

保健所

医療機関

民生児童委員

主任児童委員

その他

GH数 ％

2 16．7

2 16．7

0 0．0

0 0．0

3 25．0

0 0．0

0 0．0

8 66．7

8 66．7

0 0．0

表2－65ホームと地域との関わり（MA）（nニ16）

1つの世帯として日常生活を普通に地

域の中で送っている

PTA等の役員を積極的に引き受けるよ

うにしている

町内会や子ども会等の地域活動に積極

的に関わるようにしている

その他

GH数 ％

直に地 16 100．0

ナるよ 9 56．3

：積極 8 50．0

3 18．8
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表2－66　「その他」の内容 表2・70　社会的支援体制への不満内容（MA）（nニ16）

カテゴリー 件数 GH数 ％

バーベキュー等を年2～3回主催し、招待 1 児童相談所職員の力量に格差がある 8 50．0

親しい近隣の家族と定期的に食事会 1 児童相談所の力量に格差がある 1 6．3

地域のあらゆる人との関わりを保つ活動。 1 児童相談所職員が多忙で緊急対応を期

待できない

6 37．5

表2・67地域からの手助けがあるか 児童相談所職員が非協力的である 0 0．0

GH数 ％ 児童相談所職員の専門性が低い 5 31．3

あ　る 11 68．8 学校職員が非協力的である 0 0．0

な　い 5 31．3 医療機関が非協力的である 0 0．0

合計 16 100．0 姓が異なることで不便を感じることが

多い

1 6．3

表2－68　地域の人からの手助け 住宅維持にかかる経費が高い 4 25．0

GH数 ％ 心理治療費など、児童の心身の健康を

維持させる上で必要と思われる経費が

出ない

2 12．5

記入あり 11 100．0

記入なし 0 0．0

小計 11 100．0 休息が保障されない 7 43．8

非該当 5 十分な研修機会がない 1 6．3

合計 16 里親会が機能していない 0 0．0

その他 2 12．5

表2・67

表2－68

地域からの手助けがあるか

地域の人からの手助け

表2・69　地域の人からの手助けの内容

カテゴリー 件数 表2－71　「その他」の内容

物資（食品、衣類等）の寄贈 3 カテゴリー 件数

日常生活で子どもと交流（声かけや遊び相手） 3 居住自治体内にある児童養護施設 1
助言・里子の情報提供 2 里子の保証人制度 1
理解と認知をしてもらっている 2

表2・72子どもが委託される際、児童相談所に配慮して

欲しいこと（記述内容は表末参照）

気にかけてもらっている（困ったときの助け） 2
普通に付き合ってもらっている 1
学習指導 1 GH数 ％

家事支援 1 記入あり 15 93．8

外泊 1 記入なし 1 6．3

留守番 1 合計 16 100．0

引越しの手伝い 1

表2－71　「その他」の内容

　　　　　　　　カテゴリー

居住自治体内にある児童養護施設

里子の保証人制度

件数

　1

　1

表2・72子どもが委託される際、児童相談所に配慮して

欲しいこと（記述内容は表末参照）

表2－73　里親型グループホームが子どもに有効だと思

われる点（記述内容は表末参照）

GH数 ％

記入あり 16 100．0

記入なし 0 0．0

合計 16 100．0
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表2・74　里親型グループホームを子どもたちにとって

よりよい場所とするために整備して欲しい制度・政策に

ついて（記述内容は表末参照）

GH数 ％

記入あり 15 93．8

記入なし 1 6．3

合計 16 100．0

　　〈施設分園型グループホーム入所児童〉

表3－1入所児童のホーム所在地

北海道・東北地方

関東地方

中部地方

近畿地方

中国・四国地方

九州・沖縄地方

合計

人数 ％

28 8．9

148 47．1

13 4．1

89 28．3

32 10．2

4 1．3

314 100．0

表3－2　入所児童の性別

人数 ％

男性 165 52．5

女性 149 47．5

合計 314 100．0

表3・3　入所児童の措置時の年齢

0歳

1～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

無回答

合計

人数数 ％

3 1．0

85 27．1

59 18．8

49 15．6

42 13．4

47 15．0

22 7．0

7 2．2

314 100．0

表3・4　入所児童の現在の年齢

1～3歳

4～6歳

7～9歳

10～12歳

13～15歳

16～18歳

19歳以上

合計

人数気 ％

8 2．5

32 10．2

46 14．6

42 13．4

64 20．4

114 36．3

8 2．5

314 100．0
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表3・5　入所児童の入所年数 表3・8　入所児童の養護問題発生理由

人数 ％ 人数 ％

3年未満 121 38．5 父母の死亡・行方不明 60 19．1

3～5年間 75 23．9 父母の離婚・不和 33 10．5

6～8年間 47 15．0 父母の拘禁 6 1．9

9～11年間 29 9．2 父母の入院 15 4．8

12～14年間 26 8．3 父母の就労 32 10．2

15年以上 9 2．9 父母の精神的失調 29 9．2

無回答 7 2．2 父母の虐待・ネグレクト 64 20．4

合計 314 100．0 児童の問題による監護困難 10 3．2

表3・6入所児童の措置の種類

親の未婚 3 1．0

父母の養育能力 37 11．8

人数 ％ その他 19 6．1

委託一時保護 1 0．3 無回答 6 1．9

施設措置 313 99．7 合計 314 100．0

合計 314 100．0

表3・6　入所児童の措置の種類

表3・9入所児童と家族との交流状況（MA）（nニ314）

表3－7入所児童の措置経路 人数 ％

人数 ％ 電話・手紙あり 118 37．6

家庭から 123 39．2 面会あり 112 35．7

乳児院から 46 14．6 帰省あり 151 48．1

児童養護施設（本体施設）から 118 37．6 保護者はいるが交流なし 58 18．5

その他の児童養護施設から 9 2．9 保護者は行方不明／死亡 46 14．6

その他の児童福祉施設から 3 1．0

表3－10入所児童の身体状況（MA）（nニ314）里親家庭から 5 1．6

その他 10 3．2 人数 ％

合計 314 100．0 身体虚弱・病弱 6 1．9

低身長 7 2．2

低体重 6 1．9

肥満 10 3．2

身体1轄（視聴覚1轄を含む） 7 2．2

継続的治療を必要とする怪我 5 1．6

その他 12 3．8

特になし 270 86．0

表3・7　入所児童の措置経路

表3－10 入所児童の身体状況（MA） （nニ314）
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表3－11入所児童の精神・行動状況（MA）（n＝314）

人数 ％

知的発達の遅れ 33 10．5

絨黙（かんもく）ないし選択的絨黙 11 3．5

多動・落ち着きのなさ 31 9．9

過度のなれなれしさ 17 5．4

著しい無気力・無表情 4 1．3

怒りっぽさと反抗 43 13．7

違法行為と犯罪行為（薬物使用／喫煙含む） 23 7．3

著しい引きこもり 0 0．0

不眠 3 1．0

夜驚 3 1．0

夜尿 21 6．7

多食・多飲 7 2．2

爪かみ 22 7．0

指しゃぶり 13 4．1

抜毛癖 0 0．0

その他の常同症・習慣障害 2 0．6

吃音（どもり） 3 1．0

チック 3 1．0

性への強い関心 12 3．8

手洗い強迫などの強迫行為 3 1．0

ひきつけ（てんかん含む） 3 1D
他の子どもをいじめる 19 6．1

他の子どもにいじめられる 11 3．5

仲間の子どもとの関係を結べない 23 7．3

家出 8 2．5

浪費 6 1．9

退行 3 1．0

その他 14 4．5

特になし 125 39．8

無回答 9 2．9

表3－12

心・行動の安定

医療的ケア

友人との関係

異性との関係

きょうだいとの関係

児童と児童の保護者との関係

学習への興味・関心

就職指導

その他

特になし

無回答

養育上留意している点（2つ選択）（nニ314）

人数数 ％

216 68．8

32 10．2

56 17．8

14 4．5

29 9．2

98 31．2

77 24．5

47 15．0

12 3．8

9 2．9

49 15．6
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　　〈施設分園型グルーブホーム措置解除児童＞

表3・13　措置解除児童のホーム所在地

表3－17　措置解除になった児童の措置の種類

表3－13措置解除児童のホーム所在地 人数 ％

人数 ％ 施設措置 69 100つ
北海道・東北地方 12 17．4

表3・18措置解除になった児童の措置経路関東地方 26 37．7

中部地方 0 0．0 人数 ％

近畿地方 23 33．3 家庭から 26 37．7

中国・四国地方 8 11．6 乳児院から 4 5．8

九州・沖縄地方 0 0．0 児童養護施設（本体施設）から 33 47．8

合計 69 100．0 その他の児童養護施設から 3 4．3

表3・14措置解除になった児童の措置時の年齢

その他の児童福祉施設から 2 2．9

里親家庭から 0 0ρ

人数 ％ その他 1 1．4

1～3歳 14 20．3 合計 69 100．0

4～6歳 9 13．0

表3・19措置解除になった児童の養護問題発生理由7～9歳 3 4．3

10～12歳 13 18．8 人数 ％

13～15歳 18 26．1 父母の死亡・行方不明 7 10．1

16～18歳 12 17．4 父母の離婚・不和 7 10．1

合計 69 100．0 父母の拘禁 3 4．3

表3－15措置解除になった児童の措置解除時の年齢

父母の入院 5 7．2

父母の就労 9 13．0

人数 ％ 父母の精神的失調 4 5．8

1～3歳 1 1．4 父母の虐待・ネグレクト 16 23．2

4～6歳 4 5．8 児童の問題による監護困難 9 13．0

7～9歳 2 2．9 親の未婚 1 1．4

10～12歳 4 5．8 父母の養育能力 4 5．8

13～15歳 7 10．1 その他 4 5．8

16～18歳 46 66．7 合計 100．0

19歳以上 3 4．3

表3－20措置解除になった児童と家族との交流状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　（MA）（n＝69）

無回答 2 2．9

合計 69 100．0

表3－16措置解除になった児童の入所期間

人数 ％

電話・手紙あり 26 37．7

人数 ％ 面会あり 25 362
3年未満 19 27．5 帰省あり 46 66．7

3～5年間 23 33．3 保護者はいるが交流なし 10 14．5

6～8年間 7 10．1 保護者は行方不明／死亡 3 4．3

9～11年間 7 10．1

12～14年間 5 7．2

15年以上 6 8．7

無回答 2 2．9

合計 69 100．0

表3・14

表3－15

表3－16

措置解除になった児童の措置時の年齢

措置解除になった児童の措置解除時の年齢

措置解除になった児童の入所期間

表3・18

表3・19

表3－20

措置解除になった児童の措置経路

措置解除になった児童の養護問題発生理由

措置解除になった児童と家族との交流状況

　　　　　　　　　　　　　（】yLA．）　（n＝69）
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表3・21措置解除・変更理由

人数 ％

家庭環境改善 14 20．3

養子縁組 0 0．0

自活・自立 40 58．0

無断外出 1 1．4

ホームでの不適応 4 5．8

死亡 0 0．0

子どもの強い希望 2 2．9

その他 6 8．7

無回答 2 2．9

合計 69 100．0

表3－22　措置解除・変更後の状況

人数 ％

家庭復帰 20 29．0

養子縁組 0 0．0

自活・自立 36 52．2

不明 2 2．9

死亡 0 0．0

里親委託 1 1．4

児童養護施設（本体施設） 1 1．4

その他の児童養護施設 2 2．9

その他の児童福祉施設 2 2．9

児童福祉施設以外の社会福祉施設の利用 1 1．4

その他 2 2．9

無回答 2 2．9

合計 69 100．0

表3・23　措置解除児童の身体状況（MA）（n＝69）

人数 ％

身体虚弱・病弱 2 29
低身長 3 4．3

低体重 1 1．4

肥満 2 2．9

身体障害（視聴覚障害を含む） 2 2．9

継続的治療を必要とする怪我 3 4．3

その他 7 10．1

特になし 53 76．8

表3・24　措置解除児童の精神・行動槻兄（MA）（n＝69）

知的発達の遅れ

絨黙（かんもく）ないし選択的絨黙

多動・落ち着きのなさ

過度のなれなれしさ

著しい無気力・無表情

怒りっぽさと反抗

違法行為と犯罪行為（薬物使用／喫煙含む）

著しい引きこもり

不眠

夜驚

夜尿

多食・多飲

爪かみ

指しゃぶり

抜毛癖

その他の常同症・習慣障害

吃音（どもり）

チック

性への強い関心

手洗い強迫などの強迫行為

ひきつけ（てんかん含む）

他の子どもをいじめる

他の子どもにいじめられる

仲問の子どもとの関係を結べない

家出

浪費

退行

その他

特になし

人数 ％

13 18．8

1 1．4

3 4．3

4 5．8

1 1．4

8 11．6

含む） 10 14．5

0 0．0

0 0．0

0 0．0

2 2．9

2 2．9

2 2．9

0 0．0

0 0．0

2 2．9

1 1．4

2 2．9

4 5．8

1 1．4

0 0．0

2 2．9

1 1．4

3 4．3

6 8．7

5 7．2

2 2．9

6 8．7

29 42．0
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表3－25養育上、留意していた点（2つ選択）（n＝53）

人数 ％ ＊　養育者の属性を明らかにするために、表3・30から表3・36ま

　　では、職員の実子を除いた人数（149名）で集計した。

表3－26　ホームの職員数

心・行動の安定 40 75．5

医療的ケア 3 5．7

友人との関係 9 17．0 GH数 ％

異性との関係 6 11．3 1人 12 21．4

きょうだいとの関係 5 9．4 2人 9 16．1

児童と児童の保護者との関係 19 35．8 3人 23 41．1

学習への興味・関心 11 20．8 4人 10 17．9

就職指導 29 54．7 5人 1 1．8

その他 2 3．8 6人 1 1．8

特になし 4 7．5 合計 56 100．0

無回答 10 18．9

　　　　〈施設分園型グループホームの職員＞

＊　養育者の属性を明らかにするために、表3・30から表3・36ま

　　では、職員の実子を除いた人数（149名）で集計した。

表3－26ホームの職員数

表3・27住み込み制度

GH数 ％

住み込み職員なし 44 78．6

住み込み職員あり 12 21．4

職員のみ住み込み
甲　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　曹　　一　　一　　冒　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　甲　　一　　一　　一　　響　　騨　　唱　　層　　一　　一　　一　　曹　　一　　一

職員の実子も同居

　　　　（8）

　　　　（4）

　　（14．3）

　　　（7．1）

合計 56 100．0

表3－28　夫婦制

GH数 ％

夫婦制 7 12．5

夫婦制ではない 49 87．5

合計 56 100．0

表3・29　職員の配置換えの年数

GH数 ％

配置換えはない 8 14．3

1年 3 5．4

2年 2 3．6

3年 12 21．4

4年 4 7．1

5年 3 5．4

7年 1 1．8

無回答 23 41．1

合計 56 100．0
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表3・30　職員の年齢

人数 ％

20歳代 50 33．6

30歳代 47 31．5

40歳代 25 16．8

50歳代 19 12．8

60歳以上 8 5．4

合計 149 100．0

表3・31社会福祉施設／機関での通算勤務年数

人数 ％

0年 4 2．7

5年未満 42 28．2

5年以上10年未満 42 28．2

10年以上15年未満 21 14．1

15年以上20年未満 14 9．4

20年以上25年未満 13 8．7

25年以上30年未満 1 0．7

30年以上 8 5．4

無回答 4 2．7

合計 149 100．0

表3・33　最終学歴

高卒

専門学校卒

短大卒

四年制大学卒

大学院卒

養成施設卒

無回答

合計

表3・34　大学での専攻

福祉学系

心理学系

教育学系

社会学系

上記以外を専攻

無回答

合計

～、数 ％

7 4．7

18 12．1

33 22．1

79 53．0

4 2．7

4 2．7

4 2．7

149 100．0

人数

71

　4

22

　4

26

22

149

％

47．7

　2．7

14．8

　2．7

17．4

14．8

100．0

表3－35　施設との関係

表3・32　所有資格（MA）（nニ149）

人数 ％

社会福祉士 17 11．4

保育士 59 39．6

児童指導員 62 41．6

看護師・保健師 0 0．0

医師 0 0ρ

教師 20 13．4

無回答 12 8．1

ホーム専属の常勤として雇用

ホーム専属の非常勤として雇用

本体施設の常勤として雇用

本体施設の非常勤として雇用

無回答

合計

表3－36　ホーム外での就労状況

常勤として雇用されている

非常勤として雇用されている

ホーム外では就業していない

無回答

合計

人数 ％

60 40．3

17 11．4

63 42．3

7 4．7

2 1．3

149 100．0

人数 ％

31 20．8

5 3．4

100 67．1

13 8．7

149 100．0
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　　く分園型グルーブホーム実態調査結果＞

表3－37現在のホームにおける措置児童数

表3・40　平成13年度中に活用したボランティア人数

表3－37現在のホームにおける措置児童数 GH数 ％

GH数 ％ 0人 29 51．8

4人 8 14．3 1人 7 12．5

5人 12 21．4 2人 4 7．1

6人 30 53．6 3人 4 7．1

7人 4 7．1 4人 1 1．8

無回答 2 3．6 5人 1 1．8

合計 56 100．0 6人 3 5．4

表3－38　平成13年度中に措置解除した児童数
13人 1 1．8

101人 1 1．8

GH数 ％ 200人 1 1．8

0人 20 35．7 無回答 4 7．1

1人 11 19．6 合計 56 100．0

2人 9 16．1

表3・41ボランティアの活動内容3人 6 10．7

4人 2 3．6 記述内容カテゴリー 件数

5人 1 1．8 子どもの学習指導 19

無回答 7 12．5 子どもの遊び相手 6
合計 56 100．0 外出／行事引率補助 3

表3－39　1ヶ月あたりの休暇日数

その他の家事援助（料理／勇定など） 5
外泊の受け入れ 2

実数 ％

表3－42　分園型GHを運営する中で過度の負担を感じ

ることがあるか

0日 1 1．8

1日 1 1．8

2日 3 5．4 GH数 ％

4日 2 3．6 あ　る 36 64．3

5日 4 7．1 な　い 19 33．9

6日 4 7．1 無回答 1 1．8

7日 14 25．0 合計 56 100．0

8日 20 35．7

9日 4 7．1

10日 1 1．8

14日 1 1．8

無回答 1 1．8

合計 56 100．0

表3－38　平成13年度中に措置解除した児童数

表3－391ヶ月あたりの休暇日数

表3・41 ボランティアの活動内容

表3－42　分園型GHを運営する中で過度の負担を感じ

ることがあるか
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表3・43　感じる負担の内容

第1位 第2位 第3位 らないように気をつけていることがあるか

GH数（％） GH：数（％） GH数（％） GH数 ％

入所児童の性格行動上 あ　る 51 91．1

の問題

18（50．0） 4（11．1） 5（13．9）

な　い 4 7．1

入所児童の学力があが 無回答 1 1．8

らない

3（8．3） 3（8．3） 3（8．3）

合計 56 100．0

入所児童と人間関係が

つくれない

2（5．6） 2（5．6） 2（5．6）

表3・46 過度の負担がかからないように気をつけてい

入所児童とその保護者 ること

との関係

1（2．8） 3（8．3） 0（0．0）

第1位 第2位 第3位
入所児童の障害から派

3（8．3） 0（0．0）
GH数（％） G且数（％） GH：数（％）

生する問題
2（5．6）

職員問で良好な人間関

入所児童の保護者の性 係をつくる

18（35．3） 16（31．4） 4（7。8）

格行動上の問題
1（2．8） 4（11．1） 2（5．6）

入所児童の保護者と良

入所児童の保護者と人
2（5．6） 2（5．6）

好な人間関係をつくる
0（0．0） 4（7．8） 4（7．8）

間関係が作れない

0（0．0）

入所児童と良好な人間

十分な休息がとれない 5（13．9） 4（11．1） 4（11．1） 関係をつくる

16（31．4） 10（196） 6（11．8）

本体施設の理解が 適度に休息をとるよう
1（2．8） 2（5．6） 5（13．9） 7（13．7） 5（9．8） 15（29．4）

得られにくい にする

児童相談所や学校等の 自分の趣味をみつける 2（3．9） 2（3．9） 1（2．0）

社会的機関の理解が得 0（0心 1（2．8） 0（0．0） 親しい職員仲間をつく
2（3．9） 1（2．0） 2（3．9）

られにくい る

近隣等の社会一般の人 親しい友人（職員以外）

たちからの理解力鵯ら 0（0．0） 1（2．8） 0（0．0） をつくる
0（0．0） 0（0．0） 1（2．0）

れにくい 自分で問題解決の学習

子どもたち同士のトラ
1（2．8） 4（11．1） 6（16．7）

をする

1（2．0） 2（3．9） 1（2．0）

ブル 研修会や勉強会に参加

その他 2（5．6） 1（2．8） 3（8．3） する

0（0．0） 4（7．8） 8（15．7）

無回答 0（0．0） 2（5．6） 4（11．1） 誰かに愚痴を言う 3（5．9） 2（3．9） 3（5．9）

小計 36（100．0） 36（100．0） 36（100。0） 児童相談所や施設の職

非該当 20 20 20 員と話し合いをする
2（3．9） 3（5．9） 2（3．9）

合計 56 56 56 その他 0（0．0） 2（3．9） 1（2．0）

無回答 0（0．0） 0（0．0） 3（5．9）

表3・44　「その他」 の内容 小計 52（100．0） 52（100．0） 52（100．0）

件数 非該当 4 4 4
一人勤務の判断力と責任の重さ 2 合計 56 56 56

児童の健康面からくる問題 1
児童が長期休暇の際の調理 1 表3・47　「その他」 の内容

職員同士の関係 1 件数

毎日の宿直者の確保 1 自分の家族と良い関係を築く 1
他施設（グループホーム） 職員の話を聞く 1
環境を変えたり気分転換をする 1

表3・44 「その他」の内容

表3・45　分園型GHを運営する中で、過度の負担がかか

らないように気をつけていることがあるか

あ　る

な　い

無回答

合計

表3・46

ること

表3・47

過度の負担がかからないように気をつけてい

「その他」の内容

自分の家族と良い関係を築く

他施設（グループむム）職員の話を聞く

環境を変えたり気分転換をする
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表3・48　平成13年度における研修会参加回数 表3・50　平成13年度にアフターケアを行った児童数

GH数 ％ GH数 ％

0回 8 14．3 0人 16 28．6

1回 12 21．4 1人 9 16．1

2回 12 21．4 2人 9 16．1

3回 7 12．5 3人 6 10．7

4回 3 5．4 4人 3 5．4

5回 3 5．4 5人 2 3．6

6回 1 1．8 6人 2 3．6

10回 4 7．1 7人 3 5．4

11回 1 1．8 10人 2 3．6

12回 1 1．8 無回答 4 7．1

13回 1 1．8 合計 56 100．0

無回答 3 5．4

表3・51習い事、学習塾、通信教育等、学校以外の教育合計 56 100．0 表3・51習い事、学習塾、通信教育等、学校以外の教育

施設・教材の利用費用（1ヶ月あたり〉

表3－49専門的助言（スーパービジョンやコンサ1け一ション）につい

て（MA）（nニ56）

GH数 ％

0円（利用していない） 33 58．9

GH数 ％ 1，000円未満 1 1．8

本体施設にいる施設長や主任クラスの

職員から受けている

47 83．9 1，000～3，000円未満 7 12．5

3，000～7，000円未満 5 8．9

ホームのリーダーから受けている 5 8．9 10，000～20，000円未満 3 5．4

ホーム内の職員同士で話し合うことで

助言を得ている

32 57．1 20，000～50，000円未満 4 7．2

50，000円以上 1 1．8

外部からくるスーパーバイザーから

受けている

7 12．5 無回答 2 3．6

合計 56 100．0

施設内で雇用している心理職や

精神科医から受けている

21 37．5

表3・52民間のセラピストや精神科医による心理治療、

精神療法の利用費用（1ヶ月あたり〉外部からくる心理職や精神科医から

受けている

3 5．4

GH数 ％

児童福祉司が相談にのってくれる 3 5．4 0円（利用していない） 51 91．1

とくに専門的助言を受ける機会がない 5 8．9 40，000円 1 1．8

無回答 1 1．8 100，000円 1 1．8

163，000円 1 1．8

無回答 2 3．6

合計 56 100．0

表3－49専門的助言（スーパービジョンやコンサ1け一ション）につい

て（MA）（nニ56）

表3・52　民間のセラピストや精神科医による心理治療、

精神療法の利用費用（1ヶ月あたり〉
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小山他：グループホームの現状と課題（1）

表3・53入所児童をケアする中で、最もよく連携（協力

関係）をとっている機関（MA）（nニ56）

GH数 ％

児童相談所 33 58．9

入所児童が過去入所していた

児童福祉施設 1 1．8

入所児童が利用している保育所 0 0．0

入所児童が在籍する学校1幼稚園 31 55．4

福祉事務所 1 1．8

保健所 0 0．0

医療機関 2 3．6

民生児童委員 0 0．0

主任児童委員 0 0．0

本体施設 37 66．1

その他（専属セラピスト） 1 1．8

無回答 2 3．6

表3－54　入所児童をケアする中で、最も連携（協力関係）

がとれていない機関（MA）（nニ56）

GH数 ％

児童相談所 7 12．5

入所児童が過去入所していた

児童福祉施設
7 12．5

入所児童が利用している保育所 0 0．0

入所児童が在籍する学校1幼稚園 1 1．8

福祉事務所 7 12．5

保健所 11 19．6

医療機関 7 12．5

民生児童委員 22 39．3

主任児童委員 17 30．4

本体施設 1 1．8

その他 1 1．8

無回答 13 23．2

表3・55ホームと地域とのかかわり（MA）（n＝56）

GH数 ％

1つの世帯として日常生活を

普通に地域の中で送っている
51 91．1

PTA等の役員を積極的に

引き受けるようにしている
14 25．0

町内会や子ども会等の地域活動に

積極的に関わるようにしている
32 57．1

その他 2 3．6

表3・56　「その他」の内容

月1回「クッキングタイム」開催

件数

1

表3・57地域からの手助けがあるか

あ　る

な　い

無回答

合計

GH数1数 ％

26 46．4

29 51．8

1 1．8

56 100．0

表3・58地域の人からの手助けの内容

物品（食品、衣類等）の寄贈

子どもへの声かけ

地域行事への招待

物品等の貸与

習い事（書道、ピアノ、茶道等）の指導

本体施設行事への参加・協力

近隣の社会資源等の情報提供

子ども会やPTA役員等への配慮

職員不在時の配慮（洗濯物とりこみ等）

日常での意見交換や助言

遊びの行き来

環境整備

子ども会活動時の送迎

一世帯として快く受け容れてくれる

件数

10

5
3
2

旨導 2
2
2
2

み等） 2
1
1
1
1

る 1

表3－59　児童相談所等、社会的支援体制について、強い

不満を感じることはあるか

あ　る

な　い

無回答

合計

1数 ％

37 66．1

17 30．4

2 3．6

56 100．0
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表3－60

　　　　　　　　　　　　　日本子ども家庭総合研究所紀要

社会的支援体制への不満内容（MA）（nニ37）　　　表3－64

第39集

ホームの設置・運営主体

GH数 ％ GH数 ％

児相職員の力量に格差がある 26 46．4 民設・民営 56 100．0

児相の力量に格差がある 8 14．3

表3－65ホームの開設年児相職員が多忙で緊急対応を

期待できない
21 37．5

GH数 ％

児相職員が非協力的である 6 10．7 1900～1979年 8 14．4

児相職員の専門性が低い 16 28．6 1980～1989年 6 10．8

学校職員が非協力的である 1 1．8 1990～1994年 9 16．2

医療機関が非協力的である 0 0．0 1995～1999年 17 30．4

姓が異なることで不便を感じる

ことが多い 2 3．6
2000年以降 14 24．9

無回答 2 3．6

住宅維持にかかる経費が高い 4 7．1 合計 56 100．0

心理治療費等、児童の心身の

健康向上のための必要経費がでない 5 8．9

表3・66住居（建物）の状況
休暇が保障されない 2 3．6 GH数 ％

十分な研修機会がない 7 12．5 一戸建て 50 89．3

その他 4 7．1 集合住宅 5 8．9

無回答 2 3．6 その他 1 1．8

合計 56 100．0

表3－65

表3・66

ホームの開設年

住居（建物）の状況

表3－61　「その他」の内容

件数 表3－67住居の所有状況
児相の担当ワ功一が頻繁に異動するので、連携がとりにくい 1 GH数 ％

入所児童の保護者に対するケア・サポート体制が不十分 1 自家 19 33．9

表3－62ホームの種類

借家（賃貸） 33 58．9

その他（借家：無償） 1 1．8

GH数 ％ 無回答 3 5．4

地域小規模児童養護施設 13 23．2 合計 56 100．0

児童養護施設分園型

自活訓練事業実施指定施設
21 37．5

表3・68住居の敷地面積
その他の施設分園型グ1卜一プホーム 21 37．5 GH数 ％

無回答 1 1．8 90℃Onf未満 7 12．6

合計 56 100．0 90℃0～120．00㎡未満 9 16．2

表3－63ホームの所在地

120．00～150．00nf未満 8 14．4

150．00～200．00nf未満 6 10．8

GH数 ％ 200．OO誼以上 9 16．2

北海道・東北地方 5 8．9 無回答 17 30．4

関東地方 27 48．2 合計 56 100．0

中部地方 2 3．6

近畿地方 15 26．8

中国・四国地方 6 10．7

九州・沖縄地方 1 1．8

合計 56 100．0

表3－62

表3－63

ホームの種類

ホームの所在地

表3－67

表3・68

住居の所有状況

住居の敷地面積
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小山他1グループホームの現状と課題（1）

表3－69住居の間取り

GH数 ％

3LDK 3 5．4

4DK～4LDK』 22 39．3

5DK～5LDK 12 21．4

6LDK以上 16 28．6

無回答 3 5．4

合計 56 100．0

表3・70子どもを措置される際、児童相談所に配慮して

欲しいこと（記述内容は表末参照）

GH数 ％

記述あり 40 71．4

記述なし 16 28．6

合計 56 100．0

表3・71分園型G｝1が、子どもたちにとって有効だと思

われる点（記述内容は表末参照）

GH数 ％

記述あり 54 96．4

記述なし 2 3．6

合計 56 100．0

表3－72分園型GHを子どもたちにとってよりよい場

所とするために整備して欲しい制度・政策についての提

言（記述内容は表末参照）

GH数 ％

記述あり 43 76．8

記述なし 13 23．2

合計 56 100．0
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　　　　　　　　　　　　　　　　　〈第2次調査自由回答記述一覧＞

○　里子を委託される際に、児童相談所に配慮して欲しいこと

里子として育てる養育者について、きちんと子ども側に育ての親という役割の人であると位置づけて欲しい。生活の

中で、育つ場がホームであることを認識できるように、年齢に応じたカウンセリングの後に、入所できるように配慮

していただいている。里子についての相談機能を説明し、問題が発生したときの具体的な対応をあげていただけると、

児童相談所との連携もスムーズにいくと考える。

・血液型を調べて欲しい。　・どのような理由で施設に預けられたのか（差し支えない程度でよいから教えて欲しい）、

また、実親が施設に子どもを連れてきたのならば、親子の写真は撮っておいた方がよいと思う。その写真は、児相で

保管しておいてもいい。子どもは実親を知りたいのは当然のことだからです。　・委託するときは、「この子はいい

子」みたいな建前の言い方ではなく、心身ともに健やかに育っていって欲しいのですから、本音を話して欲しいし、

もし間題があれば、専門の方を交えて、「このようなかかわり方をお願いします」といえるくらい、委託する児童を

ある程度は知っておいて欲しい。児童は子育てベテランではないのですから、委託したら里親任せにしないで、まめ

に訪問するようにして欲しい。そのような配慮をお願いしたい。

・子どもに関する情報をすべて伝えて欲しい。　・子どもの実親の立場の視点だけでなく、里親（養育者）の側から

も見てもらいたい。つまり、実親に対して甘すぎる場合がある。

グループホームを単に器として考えることなく、その中で生活している子どもたちの状況や人間関係まで熟考し、委

託して欲しい。なぜなら、委託の話を断る心苦しさがあるし、受託はホーム全に新たな生活を意識させるほどの影響

があるからである。

そのお子さんを委託することによって、具体的に何を期待し、どんなケアを求めているのかがあいまいである。パー

マネントなプランがない。

委託にいたる経過、児童の状況（性格面や行動面、心理）の記録をきちんと示して欲しい。委託後の方針、見解が不

十分。

児童票から主だったことだけが伝えられ、詳細な部分には触れられなかった（現在はこれについては改善されつつあ

るらしいが）。対応の幅が担当によって違う。家庭訪問の連絡が少なすぎる。

実子と同年齢の子どもの委託は、極力避けてもらうようお願いしている。

・オリエンテーション（なぜここで生活しなければならないか、どのような生活をしたいのかなど、本人の意志の確

認）をしっかりして欲しい。　・一時保護所での保護期間を短く。

・実子の状況の把握と理解。　・健康診断の実施（措置変更の場合も、特に性体験のある高齢児はその感染症につい

ても実施するべき）。　・親がいる場合、その関わり方について、きちんと検討しておいて欲しい（交流の持ち方な

ど、引取りの意志など）。　・高齢児の自立にむいたグループホームができる範囲を子ども自身にしっかり説明して

おくべき（特に金銭的援助は困難であるのに、何でもしてくれるからの相談所の説明に期待を持っている）。　・障

害を持つ児童に関しては、それを本課と相談所側からしっかりと報告しておいて欲しい。

現在、私たちのところにいる里子の担当の児童相談所は、○○（2人）、××（2人）、△△（1人）で、担当の児

童相談員はすべて違い、5人います。また、親担当の児相職員もいます。何か問題がある時には、誰が責任を持って

対処できるでしょうか。家庭やその家庭にいる里子全員について知っていなければ、どうして適切な対処ができるで

しょうか。都の制度改革以前には、近くの養護施設の養育家庭マンターの職員さん2人が里子全員についてよく知っ

ており、適切なアドバイスをしてくださいました。改革後は、少なくともこの点に関してのサービスが大幅に後退し

ました。できれば、身近の児相である○×○児相に以前のような（養育家庭センターのような）職員を配置していた

だき、いつでも容易にアドバイスを受けられるようにしていただきたいと思います。また、少なくとも、○○児相と

××児相など、2人以上里子のいるところでは、担当職員を各々ひとりにしていただきたい。これはすぐにできるこ

とだと思います。

実子を含め、現在居る子どもたちの年齢構成（同年齢で同じ問題行動を抱えている子ども）。

実親との関係改善に伴う正確な情報の提供（グループホームに対して）。インテークに関して、委託先であるグルー

プホームに対する過大な評価や先入観を与えない（児童に対して）。
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小山他：グループホームの現状と課題（11

14年度より従来身近な相談機関として機能していた養育家庭センターが児童相談所に吸収されることになったが、

今までのような連携をとることは難しくなったように思う。

それまで入所していた施設で把握していた情報を正確に伝えて欲しい。

○　子どもを措置される際に、児童相談所に配慮して欲しいこと

自立までの見通しを立て、必要な援助をして欲しい。預けっぱなしで高卒まで、というケースが多い。

入所前の来園を含め、情報をいただきたい。

入所前の面会、外泊など、子どもが安心して入所できるような準備

担当福祉司と親との関係、連絡をきちんととれる状態でいて欲しい。措置後に親と福祉司との仲を担当保育士がとり

もつのは困る。

担当が変わる時に、引継ぎをしっかりとして欲しい。

措置される児童に関する情報が、ケースによっては入所後に報告されることもある。受け入れ準備をスムーズにする

ためにも早めに情報をいただきたい。　（児童相談所の方も緊急時かとは察してはいますが）

児童相談所、施設以外の関係機関との連携が必要と想定できるケースについては、マネジメントをしっかり行い、円

滑な役割関係を構築して欲しい。

○入所するまでの生活状況、環境を詳しく知りたい（父兄も含めて）。

○健康診断をお願いしたい（エイズ、肝炎など）。

1）生育歴をきちんと調査、把握し、記録をして欲しい

2）実親の状況をきちんと把握して欲しい

3）今後の見通しについて協議する時問をとっていただきたい

子どもが退所してから、次の入所までの期問をある程度とって欲しい。空きができたから、すくに入所されては、入

所児童も職員も、家庭的感覚を損ないがちになり、落ち着いた雰囲気で入所を受け入れられない。

ケースの問題や課題をもう少し詳しく分析し、見立てや目標を現実に沿った形で示して欲しい。

るから」等と、あいまいな見立てしかできていない段階で子どもに伝えてしまうのは、後に混乱を招くので避けて欲

しい。的確に見立てをした上で、児童相談所、施設、ホーム双方の役割などについて、もっと話し合いたい。

児童相談所の職員は、施設の様子を十分理解することができていないので、措置児童数だけで判断しているように思

う。施設側にも運営、経営の間題があるので、一方的に児童相談所だけに問題を転換させるわけにはいきませんが、

近年、施設内虐待が起こっている点では、双方が真剣に考えないといけないと思う。虐待児童が入所児童の半数近く

になっているのは問題です。

　（児童相談所には）子どもの精神障害や非行等の問題を隠さないで、正直に言って欲しい。

かなり難しいケースでも「もっと（がんばれ）」と言われる。どこが限界かわからなくなる。

被虐待児童については、入所後もケースカンファレンスを定期的に行う等して、継続的に児童にかかわっていただき

たい。

子どもの気持ちを十分理解してやって欲しい。

子どもや家族について、もっとていねいに調査をして欲しい。関わって欲しい。

児童相談所としてのプランを明確にして欲しい。

施設入所にあたっての子どもへの説明を十分にして欲しい。うやむやのまま入所しても、サポートができない。

また、親（保護者）への十分な理解も同様。

複数勤務がとりにくく、常時バックアップ体制もない中で、目が離せない幼児が多かったり、無断外出など問題によ

っては、一時的に対応が困難になるケースについて配慮が欲しい。

児童相談所に失望してるので特にありません。

一人ひとりの子どもの将来を一緒に考え、動いてくれる所であって欲しいと願っています。

養護の枠を超えている児童の入所が内外に問題を波及させていることを認識して欲しい。

）濁多い。

1を担当保育士がとり

攣茎備をスムーズにする

トをしっかり行い、円

ぐに入所されては、入

い。

　「○ヶ月後には帰れ

1、を招くので避けて欲

話し合いたい。

ll断しているように思

けにはいきませんが、

箏入所児童の半数近く

こかかわっていただき

一トができない。

無断外出など問題によ
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子どもの健康、発達上の間題、主訴の詳細、今後予想される間題等、正確で十分な情報を提供して欲しい。その上で、

自立支援計画書を共に作成する姿勢をもって欲しい。

すべての情報をこちらに伝えて欲しい

入所後の方針に対する児童相談所の考え方を明確にしておいて欲しい。

家庭関係調整、親指導をもっと積極的にやって欲しい。

時にはGHに訪間して、子どもとの面接や励ましを行って欲しい。

措置される子どもの処遇方針などの情報が少ない

入所前に児童に見学させて、児童に入所意思を確認した上での入所決定をお願いしたい。

保護者との連携をとる上で、保護者とのつながりをしっかりともっていただきたい。

児童相談所の協力を得たい時に、スムーズに行えるようお願いしたい。

よく配慮してくれていると思う。

あえて言うならば、ケース記録にだけでなく、その他の資料、その子の中・長期的経過なども盛り込んだ情報が欲し

い。

保護者と連携をとれる子どもを措置して欲しい。

充実した児童票の作成と記載、特に家庭状況と支援者、支援者となり得る可能性等の調査

乳児院や他施設からの措置変更時における生育歴等の申し送りの徹底

自立支援計画を施設とともに作成する姿勢とその具体的な取り組み

子どもとその保護者から、入所に対する同意を確実に得て欲しい。

虐待を受けていたと思われる子どもも多く、入所前の親子関係を詳しく調べ、知らせていただきたい。

その子自身や、親にかかわるパーソナルデータをできるだけ詳しく知らせて欲しい。

心理判定の結果をできるだけ詳しく教えて欲しい

知的障害児、明らかに遅れのある子どもを児童養護施設に措置するのは遠慮して欲しい。

もともと知的障害児施設とは職員定数が違うのだから、もし措置するのであれば職員定数を増やして欲しい。

病気（既往症）や保護者の親類関係をきめ細かく知らせて欲しい（進路に向けての相談等）

入所にあたって児童相談所から送られてくる入所児童の生育歴の内容が詳しく書かれていなかったり、親の生育歴が

わからない場合が多い。

入所児童が受けた虐待、虐待の連鎖について知るためにも詳しい調査が必要であると思う。

単に「要保護」という理由で措置するのではなく、児童の周辺の人間関係から家族の状況、児童自身の様子など、細

かな観察をしたのち、児童への処遇指針を見出し、児相が施設へ望むことなどをはっきりとさせて欲しい。

また、入所後の児童の状況の把握はもちろんであるが、家族へのケアは児相が中心となってとり行って欲しい。

入所した児童の成長に合わせて家族の成長もなければ、再統合は難しくなるだけである。

入所までの生活状況、家族関係をもっと調査して欲しい。

措置した後、施設に任せきりのケースがほとんどなので定期的に家族と連絡をとる、子どもの現状を知る等、もっと

関わって欲しい。

子どもたちの入所に際しての、協議及び調整については、十分とは言えないが連絡がなされている。

しかし、入所後の子どもたちとの関わりが、担当CWとは稀薄になっている。

担当CWの受け持ちケースが多数であるため、きめ細やかな対応が困難な部分がある。

子どもたちが措置される際は、今以上に、子どもたち自身の将来を施設職員と担当CWが共通の理解を行い、施設入

所期間中の関わりを考えていきたい。

子どもをどの施設に入所させるのかの見極め

措置理由を担当者に詳しく伝えて欲しい。

措置児童の持ち物、身体のサイズ（服、靴など）、学力などを伝えて欲しい。

あずっけぱなしにしないで欲しい。　（施設入所がゴールとなっている部分を感じるので）

一120一
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確かな心理判定。判定内容が、あまりにも簡単すぎる。

○　里親型グループホームが、子どもたちによって有効だと思われること

養育者が夫婦であり、家庭の中に里子たちが入ることは、里子にとって安定した生活環境であるとともに、地域にも

夫婦の子ども、家族という受けとめがあり、育ちやすい人的環境となっている。養育者が生活の中に自然にとけこめ

ることは、非常に大きく、生活の中で育ちなおしが可能である。人的取り巻きが豊かであり、地域の中で育つことは、

成人、つまり自立を考えると、非常に重要である。

・助けあったり、分け合ったり、思いやることが身についてきている。高学年になると、学校のことや友達のことを

話し合えるいい状態になっている。　・里親型だと、お父さん、お母さんと子どもは呼べるし、解除になったとして

も帰る場所があるし、子ども同士、連帯感というのか、つながりができてよいことだと思う。

・子どもによっては、深い依存関係が生まれ、心の安定になっている。里親との深い関係が生まれにくい場合でも、

ホームという場の環境が防波堤として抱えている。つまり、大人（里親）が住んで生活を営んでいることによる。

先日、○×の会（自閉症や知的発達の遅れのある子どもたちの訓練会）の親子旅行に全員で参加したときのことです。

隣に座った人（ひとりっ娘が自閉症の母親）が「いいですね、□□ちゃん。皆の中で自然に頑張れて」と、ロロちゃ

ん（我家の養護学校中学部1年の子）が、皆と同じようにやってみようとしている態様をみて話してくれました。生

活の成り立ちで自然にどの子にも理解しやすい状況をつくり易い。そして、自然に学んでいくことが多いように思う。

・パーマネントな大人との愛着関係の形成。　・日常性の保障。　・主体性の尊重。

・家族という形を実感させてあげられること。　・児童の生活スペースが守られ、より個別的な対応ができるという

こと。　・生活全般において細やかな支援ができる。

交替勤務ではないために、安定した人間関係を作り上げることができる。昔ながらのきょうだい関係のような、豊か

な子ども同士の交わりがある。突然の子どもの入れ替わりが少なく、家族として暮らすことができる。予算を考えな

いで、休みの日には子どもの行きたい所に行くことができる。

わかりません。

・養育者が里親である。　・少人数なので、人間関係は密（ケースによってはこれがデメリットとも考えられる）。

家庭の一つのモデルを感じられる。　・里親に比べ、GHの方が親の気持ちが楽（親の姿勢が子どもに反映されるケ

ースが多い）。　・小回りがきく。

・小集団で（異年齢児童）互いに認め合い、かつ個人を尊重する生活が営める。

で、精神状態の安定もはやく、信頼関係も結ばれやすい。　・家族としての役割、ルール、近隣との交流も学び、家

族や地域の一員であるという意識が芽生える。　・何よりも普通の家に住んで、一般家庭の状況により近い状態で生

活できること。

子どもたちにとって、父、母がいる家庭がどんなに必要なものか、養育家庭にたずさわって実感している日々です。

親として間違ったことをすることも多く、夫婦で、あるいは（福祉や幼児教育に携わっている）実子との間などで意

見が衝突することもありますが、そのような過程もまた、施設ではなく、家庭では必ず生じることと、良いことはも

ちろん、良いとはいえないことも含めて、子どもたちに家庭、家族とはどういうものであるかを提示できます。また、

子どもたちが落ち着くので、そうした面もかなり向上しています。

・児童養護施設に比べると、より家庭に近い形で養育できる。　・親が働きに行っている姿を見られる。

ごく普通の日常生活から会得する常識的な日常性。将来の自らの家庭生活のイメージを持つことができる。近隣との

日常的な関わり方の会得。養育者との絆の強さ、信頼、拠り所。少人数のため、個々の子どもに対する細やかなケア

が可能。和やかさ、ゆとり、心の癒し。

家族という単位で養育されることは、子どもの心理面での安定に最も大切なことだと思う。

我家の場合は、実子との人間関係、地域と実子の時と同じような関係を持てる。

ラス面だけでなく、実子との関係はマイナスも出るが、マイナス面も含め、実子、里子双方の人生経験、人生観にと

って、確実に長い目で見たプラスはある。

）とともに、地域にも

》中に自然にとけこめ

或の中で育つことは、

りことや友達のことを

解除になったとして

まれにくい場合でも、

でいることによる。

したときのことです。

長れて」と、口□ちゃ

舌してくれました。生

とが多いように思う。

よ対応ができるという

、関係のような、豊か

できる。予算を考えな

．も考えられる）。　・

どもに反映されるケ

k人が養育にあたるの

轟三との交流も学び、家

祀により近い状態で生

感している日々です。

実子との間などで意

二とと、良いことはも

提示できます。また、

見られる。

とができる。近隣との

こ対する細やかなケア

没問には疑問あり。プ

べ生経験、人生観にと
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兄弟愛、思いやり等、従割の中では出来てきている。性を里親姓にしたことも効果があった様。

○　分園型グループホームが、子どもたちにとって有効だと思われること

○少人数の生活集団のため、一人ひとりの自己決定のプロセスが日常生活の中で作りやすい。

また、職員も、それを意識的にやりやすい環境である。

○生活の自由度が高い。本園に比べ小回りがきく。より個別的な援助が可能である。

1）安定　2）家庭体験　3）人間関係

○対応に一貫性がもてること。構成人数が少ない為、一人ひとりの子どもにより適した対応がとりやすい。

○生活感を肌で感じながら暮らせること。生活のスキルを身につけやすい環境。

地域との関わりをもつことができること。

時間的な制約が、本体施設よりはないので、より家庭に近い、融通がきく生活の流れができること。

子どもと大人との関係が作りやすいので、子どもの変化に気づける。

○本園に比べて児童の人数が少なく、一人ひとりに手をかけてあげられる。

○集団生活の中では関係作りが難しい児童にとっては、少人数で目の届きやすい環境で、かつ大人との信頼関係も

構築でき、個人差はあるが、十分に甘えられる。

○自分の部屋（居場所）がある。

小集団という刺激の少ない関係の中で、担当者、ホーム内の児童、地域との密接な生活により、安定した成長、発

達を促せる。

分園型GHの生活に慣れ、安心して生活している子は、過去の辛い思いを少しずつ言葉に出して話してくるので、そ

こでセラピーができ、傷がゆっくりではあるが癒えていると感じる。集団生活の中では発見できなかった、子ども

たちの個性的な能力が、少人数の対応だと増えている。個性を伸ばしてあげるには、とてもよい環境であり、本体

施設で勤務していた時より、子どもの成長が顕著にみられることに驚いている。

個々とじっくり関われ、生活しながら、些細なところにも目が行き届く。

食事面では、買い物から調理、片づけを共にし、その都度、援助、指導ができ、また社会性を身につけることがで

きる。

○地域の中で生活することによって、近所との付き合い方を知る。

○児童の動きがつかみやすく、施設外の友達との交流がもちやすい。

1）本園より少人数である

2）大人との接触が密であり、人間関係の築き方が身につきやすい

3）より家庭に近い形態であり、地域との交流もしやすい

見た目も機能も、ごく普通の一般の住宅と変わらず、情緒の安定に結びつく面が多い。

少人数のため、子ども同士の横のつながりが少なく、一般家庭における子どもの立場に近い。

地域行事に一軒の家として参加しやすい

生活集団が小規模の為、子どもたちも環境に慣れてくると、精神的にゆとりが出てくるように思う。

居室も、その児童の必要性に応じられ、落ち着いて学習できる環境であると思う。

友人の受け入れや外出等、ある程度、本人の要望を満たすことができると思う。

地域の方との交流もあり、社会性が自然と身についていくと思う。

「自分たちの家」という愛着が湧いてくるように思う。

少人数での一般家庭に近い単位での生活ができ、特定の養育者との関係の中で長く暮らせること

○地域社会の中で、近隣との交流を通して、社会化した人問を育てることができる。

○限定された交友関係から、幅広く交友関係が結べる。
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小山他1グループホームの現状と課題（1）

少人数での生活なので、我慢をする回数は少なくてすむと思う。同年齢の子どもなので、同じような経験をつむこ

とができる。

食生活では、買い物、調理からすべて目の前で行われているので、これからの生活にとても役立つと思う。

人間関係では逃げることができないが、反面、関係が強くもてていいと思う。

少人数で生活することで、きめ細かく子どもに対応できる。

1対1で付き合える。

お互い、落ち着いて時間をもてる。

○小さな集団での生活により、落ち着いた生活ができる。

○職員との関係も密接になり、信頼関係も強化できる。

○自立、自律心の培養に効果的である。

世の中や生活に対し、意欲、興味をもちやすい。

ごく当たり前の普通に近い生活を保障してあげられること。

密接な大人とのかかわりで、情緒的な安定を図れ、意欲の向上へとつながっている。

社会性の向上

子ども自身のペースで生活が送れる（空間、時間）

大人との密な関係、関わりができる。

個別的対応がとりやすい。

個々のエンパワーメントを伸ばしていける

同じ大人と長い期間一緒に生活をすること。

「生活」の意味として、職員の親の介護、引き取り、死去をすぐそばで見ていられること。来客があり、外出があ

り…　　。

若い職員が週に1～2日休みをとっていなくなる、同じ日課をただ繰り返すというのは「生活」ではないと考えます。

調理、買い物等、様々な体験が豊富にでき、自立へと導くことができる。

「食事」についての経験→買い物、調理から、あたたかさ、味の実感、会話の充実

小集団であることにより、大人が個別にかかわる時間が増える

少人数の子どもと少人数の大人との関係の中、落ち着きがある。

生活の経験が増える

地域社会との関係が保てること

食事づくりをはじめ、社会性に関わることを自然に身につけやすいこと

基本的な人間関係のあり方を学習しやすいこと

社会に出てからも気軽に戻ってきやすいこと（長期的支援が可能に）

子どもの安定感

本体施設と違い、少人数のため、家庭的な雰囲気を作ることができる

調理や買い物等、社会体験ができる

十分に子どもと話し合う時間がある

就職1～2年前の児童の自活訓練を主にして実施しており、本体施設の中舎制より、個々の空間スペースも広く、卒

園後の自活訓練を考えている。一人部屋にて、じっくり卒園後の自分の生活を考えさせることができる。一人生活

の寂しさ、不安から離職する児童が少なくなってきました。

施設の集団生活から離れ、少人数で暮らしたり、一人の空間を多くもつことによって、社会自立したときの孤独感

を減少させることができる。

食事作り、身のまわりのこと等、自分で行える力が養われる。

アルバイト等により、就労の基礎が養われる。

集団生活が苦手な児童の入所には有効である。

ような経験をつむこ

匠つと思う。

客があり、外出があ

ではないと考えます。

腎スペースも広く、卒

ができる。一人生活

立したときの孤独感
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少人数での1対1及び個別対応の時間がとれ、さらに家庭としての位置付けも非常に強く、子どもたちに一番欠け

ている家庭の味を教えていくのに最適である。

職員との関係が密になり、良好な依存関係が保ちやすい。

より良い生活の場を子どもたちに提供できる。

卒園後も気軽に立ち寄りやすい

身近な地域を意識した生活を営むことができ、その感覚を養うことができる。

食事作り（買い物、調理、食事）等、当たり前の日常生活を実際的に触れることができる。

少人数や家庭的な環境のため、個別的なかかわりがしやすく、密度も濃い。

精神的安定が得られやすい。

地域社会の中で生活することにより、退園後の社会生活にスムーズに入ることができる。

6人という少人数なので落ち着いて生活できる。

くつろぐ時間、一人静かに過ごすことができる時間をとることができることが、とてもよいことだと思う。

食事の買い物をしたり、共に作ったりすることもでき、家庭生活に近い生活ができることもよいと思う。

大規模集団よりも、より家庭的、密着的な生活の中で、自分と向き合い、人と向き合いながら生きていくスキルを

身につけていくことができる。

安心感をもった安定した生活を送ることができる。

特別なプログラムを計画するのではなく、日常生活の普通の営みの中で自立に向けての援助が可能である。

子どもの成長発達に応じて適切なことに必要な援助が可能であり、発達面での進歩が大規模施設よりもめざましい

（特に幼児）

生活全般に渡って、自分の、個人のペースで生活できること。

地域の中で生活している実感がある。

自分が主体となって動かなければ、どうにもならないことを学習することができる。

（他人に依存していては何もできないということ）

施設（本体）を小グループに分けても、どうしても適応できない（しにくい）子どもがいるので選択肢として利用

する。

子どもたちの生活環境を設定する上で、少人数のグループで落ち着いた空間が作りやすい。

生活を共に送っていく中で、子どもの様子を細かくみることができ、子どもの変化に気づきやすい。

ホームの一員として、子どもたちが役割をもって生活することで、自分の役割を果たすことができたことで自信に

つなげていくことができる。

生活の中での大切にしていきたいことを細かく伝えていくことができる。生活習慣が身につきやすい。

当ホームは、始まってまだ3年なので、その成果が実感できるところではありません。

ただ、やはり自分自身、子どもそれぞれの質や状況に合わせた対応ができるようになっていると感じます。

1つの子どもの要求に対し、ホーム内だけのバランスを考えれば良いので、柔軟に対応することができます。

本体施設からの移動ではなく、直接ホームでの生活を始めた子どもは、施設外の児童との交流をいやおうなしにし

ます。

施設という枠にこだわらず、友達関係を広げていくので社会性が早く身につくように感じます。

また、逆に、自分を「施設」という枠でくくることもありません。

毎日のように一緒に買い物に行くので社会の仕組みを早く理解することができます。

また、地域の方たちも、少人数なので受け容れやすいのではないでしょうか。

職員が子どもに密に関わることができる。

近所付き合いが増え、職員以外の大人との関わりがある。

家庭的な雰囲気をつくりやすい。

学校の友人が増えた。
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当学園では、幼児のみを分園型で実施しているが、大きい子が一緒でないということで伸び伸びした成長ができる。

職員も小さい子のみをみるので、目が届きやすく、丁寧な関わりができる。

小集団で、より家庭的な処遇を地域の中で行っていくことで、社会性を養い、地域住民と協調し、連帯し合いなが

ら、地域社会に根ざした社会生活を実践し、培うことができる。

分園型事業を行うことによって、当施設の大舎制より個別の生活を確保し、子どもたち自身が将来の自活を自分自

身で考える機会を与える事になる。

退所後、家庭より自立する子どもたちは数少なく、自活する子どもに対する意識付けになる。

何より、小さな空間の中での、ごく自然な親（役）と子の生活ができること。

いつも自分のことを考えてくれる大人がすぐそばにいること。

親（役）の背を見ることができること。

食事を小さなテーブルで囲めること。

社会に出る前の準備として、ひとりで過ごす（一人部屋）経験ができること。

子どもへの刺激が多く、発達促進に効果。

密な人間関係による情緒の安定。

個別的な対応。

家庭に近い環境。

地域交流、社会経験の機会の増加。

施設という枠から少し離れ、より地域、家庭に近い形で生活できるということが、子どもの自主性を引き出し、よ

り個別的なアプローチができる。

また、家庭的な雰囲気の中で、子どもも大人もより強い帰属意識の中で、お互いを思いやれる思いが育つと思う。

毎食ホームで作るので、嗜好を反映させたり、一緒に作ったり等、家庭的な体験ができる。

同じ釜の飯を食べ、一緒に寝起きという共に生活する上での”家族”というつながりの強さ

仕事でなく、「生活をする」という感覚の中での、人の入れ替わりがない安定感

「与えられる」生活ではなく、　「獲得する」生活（生活感、経済感など）

少人数で「自分の家」という感覚での居場所獲得

住み込み担当保母への絶対的信頼感の獲得

少人数の児童で構成されるので、本体施設以上の濃密な職員との関係作りが期待できる。

自立訓練という明確な目標を児童がもって生活できる。

地域の人々との付き合いを通して、職員との付き合いとは違った、一一般的なマナーを習得できる。

日常生活の主体としての働き（調理、ゴミ出し、清掃など）を期待されるので、自主性を身につける訓練の場とな

る。

家庭的養育環境の提供

生活体験を積むこと

自活への意識付けと生活意欲をもつこと

社会性を身につける

自活訓練という点では、小規模の社会であるGHの方が生活体験ができる機会は多い。

個々の役割分担という面で責任をもたせ自主性を、地域の中での関わりの中で社会性を養うことができる。

環境においても、子どものプライバシーが守られ、心にゆとりをもった生活ができる。

びした成長ができる。

iし、連帯し合いなが

1将来の自活を自分自

ヨ主性を引き出し、よ

D思いが育つと思う。

旨る。

こつける訓練の場とな

二とができる。

○　里親型グループホームを子どもたちにとってよりよい場所とするために整備して欲しい制度・政策

夫婦二人だけでなく、非常勤またはパートのスタッフをひとりつけていただける制度であれば、もっと開かれる制度

となり、実子とともに育ちあえるホームに成長できると考える（24時間対応である故、もうひとりスタッフが必要）。

幼児の受入については、具体的に家事支援が必要であり、その点を整備が望まれる。
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子どもの担当の児童相談所が別々だと、かかわる福祉司さんはご自分の担当の子にしかかかわって下さらない。以前

の施設のケースワーカーさんのように、一家庭全員にかかわる児相を一つにしてほしい。担当者も全員に関わって欲

しい。

横浜方式のような夫婦専任でできる里親タイプのグループホームの制度化を望みます。施設方式（分園）でないため、

スーパービジョンの心配される向きもあるかもしれませんが、コンサルテーションで対応できます。里親夫婦専任で

あれば、ホームに住んでいることなどによって、最低でも二人の力、場合によってはそれ以上の力を発揮できます。

我家は二度引越しをしています。子どもたちにとっての財産は大切な人をたくさん作ることだと思います。また、大

切な人だと思われるようになることだと思う。この「ひと（人）財産」を作るには時間が必要です。それを保障する

ためにも引越しせずに居られる場所の確保をできる制度があればと思います。

このアンケートについて。選択肢があまりにも少なく、その他に○をしなければならない質問が多い。施設を前提に

作ったと思われる解答が多く、里親やグループホームの特性を理解した設問になっていない。里親との関係性や里子

の日常的な生活ぶりについて、もっと質問や解答を作って欲しかった。この程度のアンケートでは、施設との違いを

はっきりさせるぐらいにしかならず、中身を間うことにならない。折角のアンケートなのにもったいない。

・居住する建物の保障。賃貸で個人契約という形であると、転居という不安もあり、また地域との関係もその時点で

たちきられてしまうので。　・グループホームの運営者自身に対しての支援体制（レスパイト）。

・レスパイトケアにはとくに力を入れていただきたい。里親がリフレッシュしないと、煮詰まってきます。　・あま

りに心理職のレベルが低すぎます（児相）。一番身近に相談できるところですので、テコ入れお願いします。里親子

のことが何も判っていない。　・里親専門の弁護士、心理治療できる里親専門ポストを設置してください。自分で捜

すのは大変です。　・家事支援、学習ボラを自分で捜すのではなく、すぐに派遣できるようにしておいてください。　・

もっと里親や里子のことが社会に理解されるような広報活動を行政にしていただきたいです。

現在の制度（横浜市）が維持継続されること。

・養育者が二人なので、緊急時の一時保護の様な制度（キャンセルが困難な旅行等の時に、病気になってしまった子

どもを見てくれる）。　・養護施設にある様なJRの割引制度。　・措置延長の期間を延ばす（大学卒業まで）。　・

GHの法整備は歓迎するが、児童数や運営を画一的に決めるのではなく、GHのよさ、独自性を大切にして欲しい。　・

現場の意見をよく聞いてください。

定員の見直し。家屋。養育者の体制など。まずグループホームの養育者が夫婦専任体制をとれていないなら、定員は

4名程度でとどめる（問題の多い児童、里母ひとりの対応では細やかな指導は難しい）。家屋は十分な広さを有し、

養育者の家族もプライベートをしっかり守れる居室を確保するべき。また、常に一部屋空いていて、静養室や来客に

備えた部屋も確保すべき。家屋は賃貸ではなく、同じ地域にねざすものに、目標や意義があることを重視して、公的

な家屋を準備すべき。養育者とその実子ケアのために、日に一度はきちんと休業日を設けるべき（措置児童から完全

に離れた休み）。自立していく児童への保証人について。たとえば、期限付きでもよいので、公的な保証人制度があ

るとよい。

・皿を参照してください。　・また、研修には出たくても出ることができない場合が多くあります。5人の子どもが

いて、東京の隅の多摩地区から都心へ出ることが困難な場合がしばしばです。　・地域の里親会（連絡会）への支援

が不足しているのではないでしょうか。児相からのバックアップがもっと必要です（たとえば、新規登録のメンバー

について連絡して欲しいなど）。

・高卒児の進路指導。　・里親の身分保障。　・住宅保障。

グループホームとして考慮された住宅で行いたい（あり合わせの借家では不満）。実子など家族と入所児童のプライ

バシーの問題（差別するという意味ではない）。養育者は夫婦専従であるべき（人件費は二人分とすべき）。

子どもの抱えている問題に対して最善のケアができるように施策して欲しい。

里親同士の交流を「里親会」と行政、施設、専門家を含め（絡め）、いろいろな「場」作りが重要。ギブアップしそ

うな局面で、抱え込まないで、助けあい、励ましあえる組織。　「養育家庭連絡会」を中心にしたネットワーク型のつ

ながり。アフターケアの、特に問題発生時の保証人に、公的機関が代行者になれる仕組み。

一126



小山他1グループホームの現状と課題（1）

○分園型グループホームを子どもたちにとってよりよい場所とするために整備して欲しい制度・政策

職員配置。プラス1名非常勤がいれば、できることは倍に広がる。

施設整備費など、欲しいものはたくさんあるが、今は数を増やして、GHの有効性を実証していって欲しい。

1）児童養護施設の小舎制化の促進

2）施設整備、設備整備に予算を確保して欲しい

3）研修等の実施できる配慮

OGHの数を増やす

018歳以上の子どもたちに対する措置の継続

職員の人数確保（配置基準）

職員の増員

私のホームでは、ほとんど女性職員の関わりしか、子どもにしてあげられないので、制度に「男性職員（常勤）」を

義務づけて欲しい。本体施設の男性職員の応援（月1～2回の交流）では、特に男子児童へ満足を与えるケアができ

ないことを痛感している。キャッチボールや日曜大工など、外で思いきり体を動かすことのできる体験を増やしてあ

げたい。将来、素敵な父親になってもらうためにも。

より家庭的な造りになるよう（改造、改築した我々の施設では限界があるため）考慮してもらいたい。

○定員6名は、子どもにとっても職員にとっても多すぎる。1人の大人が把握できる人数にして欲しい。

○マンパワーの確立

本体施設の定員内でGHが開設できる制度があれば、GHの子も本体施設の子も利益があると思う。

18歳以上の児童についても、必要に応じて、引き続き在所し、援助が受けられるような制度にして欲しい。そのこ

とがプラスに働いていくように、現場で私たちは頑張ります。

施設に属している者だけでなく、施設職員が退職した後など、個人でもGHを開設できるようにして欲しい。

現在、分園型自活訓練事業として取り組んでいるが、常勤1人体制である。地域小規模への移行を考えているが、県

内での充足率が低い為、移行は無理なようだ。地域小規模施設の2．5人体制は、とてもうらやましい限りです。対象

人数にあまり差がないので、同様な取り組みとして、職員配置を増やしてもらいたい。分園型自活訓練事業では、お

おむね1年を対象児童の目安にしているが、これはなくしてもらいたい。

分園型自活訓練事業、地域小規模児童養護施設は、毎年申請し、認可するかどうかの判定がされているが、その基準、

判定内容等を公開してもらいたい。

職員体制を常時2人で生活できたらベストである。

単年度制をやめて欲しい。

いきなり認可のハードルを設けたり、厳しくするのはやめて欲しい。

児童養護施設そのものを分園化し、きめ細かな処遇ができるよう、予算をつけて欲しい。

独立施設として認可して欲しい。

地域小規模児童養護施設にしても、やりたいと思っている施設はたくさんあるが、制度の影に隠れた制約がたくさん

ある。地域化、小規模化の流れがブームで終わることなく、今後ますます広がりをみて、やがて、この流れが主流、

本流になることを望む。

職員の人員配置

スーパービジョンの確立

GH職員の研修会、交流会、意見交換の場をもっともっと増やす（今もあるが少ない）

GHをもつ施設は、複数化をしてバックアップ体制を充実する必要がある。治療的、教育的またファミリーソーシャ

ルワーク等の機能を子ども家庭支援センターや本園児童養護施設にもたせ、連携させると良いと思われる。

サポート体制の充実を進めることで、分園、特にファミリーグルーフ。ホームをやる人材をたくさん確保し、1つのホームに3～4

人の子ども、場合によっては2人の子どもで生活できることが望ましい。

状況にあった予算の増額

って欲しい。

男性職員（常勤）」を

昆を与えるケアができ

きる体験を増やしてあ

いたい。

て欲しい。

う。

して欲しい。そのこ

こして欲しい。
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1つのホームに3～4
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生活空間を拡充するため（個室保障等）の金銭的補助

子どもとゆとりをもってかかわれるための人的環境整備（最低基準見直しを含む）

基本的な職員配置を増やして欲しい

国型の地域小規模児童養護施設は、約1500万円くらいの予算であるが、最低2500万円くらいないと、職員配置や建

物設備等の整備が不十分である。

特に職員配置をしっかりすべきである。

1）職員の専門性が問われることが多く、職員の研修費やその時の代替費用を充実させるべきである。

2）何といっても分園型GHをやったら、本園や法人に財政的負担を多く背負わせることのないような財源保障をしな

いと長期的定着はありえない。

人件費、運営費ともに不足しているので、最低基準の見直しをお願いしたい。

GHや分園事業をさらに充実させるために、職員の安定した時間等を与えられるような制度に結び付けられるような

配慮をお願いしたい。

子どもたちの安定には、職員の人間性向上、そして仕事に従事させるための安定、安心へと結びつけることだと考え

ます。

全国どこでもファミリーグループホームに関する予算がつくような制度が欲しい

地域小規模児童養護施設の設置の際の本体施設の定員増をなくしてほしい。

都心でのGH開設は、現家賃補助上限では物件探しが困難である。　（間取り、老朽化にも影響がある）

相応の家賃補助が必要である。

職員配置基準の改善。ケースの複雑化に対応するためにも常勤3～4人は必要。

心理職員の配置も検討して欲しい。

今後、さらに増えていくであろうGH間の連携、ネットワーク、研修の充実。

できるだけ多くの子どもたちが、GHを利用できるようGHの数を増やしていけるよう整備してもらいたい。

職員配置を現行より増やして欲しい。

財政的な点で、単年度申請・認可の事業ではなく、継続した安定事業として欲しい。

子どもの自立のためにも、長期的な展望をもちにくいし、運営の不安感が強い。

当園の場合は、分園型自活訓練事業なのだが、もう少し予算があると専任の職員を置くことができると思うが。

また、高齢児に限らず、年少児でも対象にしてもらえると、少人数の関わりを求める子どもには有効と思う。

職員の配置基準

助成金（賃料だけでも年間200万円）

職員配置が不十分。分園型は独立性が高いので、担当職員以外に専属に近い形で関われるレスパイト職員が必要。

現在の職員数では、それをまかなうことができない。

せっかく地域性を高めるものであっても、地域の保育園に通わせることができず、遠くの幼稚園に通わせている。

せっかくできた初めてのお友達も、小学校にあがる時に、きれてしまう。

ホームのメンバーが乗り込める公用車が欲しい（田舎なので）。

地域の理解が得られるような政策をして欲しい。

施設整備に関する補助金の獲得

運営資金の充実

職員配置基準の向上

就業（実働）時問の安定

休暇の保証

職員を異動せず、子どもを長く養育できる体制
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小山他：グループホームの現状と課題（1）

最も必要なのは「共に生活したい」と願う人材育成

少人数での養育のため、コストがかかり、金銭的な制度づくり

（借家でなく家を買うところから始めれば、かなり必要）

すべての児童に家庭的養育環境を提供するため、予算の増額

職員配置のため、予算をつけて欲しい。

単年度主義である不安。来年度の申請の際、事業として受け入れてもらえない状況が出た場合

本園の定員が一杯であるならばGHの定員の児童の受け入れ先が出ないという状況が出てくる。

職員定数増（援助効果増のため）

事業費増（自立支援のため経験の巾を広げるなど）
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小山他：グループホームの現状と課題（1）

毅

o
麺

刈

誰∩
　凸
廿P
編ぐ
ヲト
ゴe
3ρ
曝ミρ
’（、悩

再些
】I」
琶聡
蓮）

契葛
導翼
判V
些る
喜幾
u興
輿心

　な葛椒
一5ミー工融

一麹
’e
P」
：ゴ

ヲIJ
シ　 ル

廼ざ
3裂

＝二　＝置

嶋

卜

l」

j
AJ
ぐ㌶

還
如

刈
ト’

々

o
麺
刈

堂
塾
起
懸
．倉

l」々
⇒紹
欺JO
麺麺
卜o］
h藁
4》iマ

こ羅

　　　　　　　＜’

　　　　　　　旨

　　　　　　　o
　　　　　　　u
　　　　　　　〈
　　　　　　　1
　　　　倉　　　誓
　　　　翼倉　 ト

　　　　々ぐ　 1
　　　　冥翼　 ぐ

　　　　初o　　妹
　　　　≡…起　茎’ひ
　　　倉・f〉　 扇

　　　喫灸麺　 念

　　　毅竃二
曾　　　o…二資　口
々倉　麺るうρ　一
起ぺ　上」溝勘　玉
o々　馨…・1←　艇
誕6　冥e岬　 ↑
土」廼　 u’r荊　 ）

寒u£建潔P
さ藁“～量、胆
廼三翼葦築略
蟹き冨o美二u
魯藁麺A』麺く
e．2レ』一Pl
楚o鐘卜o灸長想
な廼二：三恒£ト密

eAJ築伽並1豊
灸輩倉藁契マ睦卜…ミゴ
ξ∫想々…撃膿肝お…学添）

聖量eる築eeニギヨ堤拠套憲…撃憲串＿）奪e
榔諸逼…弩…＝…芦…串罎…デ賊」

　　　　　　　　　〇一〇1σつ噌・鴫o卜σD　O一

麺
灸
く

【

終
ト

1疋
ミ∩
眠旨
モーP
逐と
≡廿
。e

趣ρ
桶卜o
＿）桶

二煽
31一’

黛需
，い）

碑二
と」初

＆翼
荘v
こる
綬劃
宴尋
杓・」き

駒灸
τ轄　　む、」…≦

AJ荊
re
二」
麺蚤

ひq」

■c、
卜】
ユニ＝

oo

苫

　麺
　3　　 卜o　　（
　瀕　倉二
　u　々I」
　e　岬⊃
　卜o　総重　2
　h　P真　疫

　翼　蒙刈　二
　駅　三二　運
　姻　 ソニ　 灸

　く　密逆　草
　1　警＃　蟹
　特　芸h　蓼
　ト　　愛　卜o
　！　Aj薫　h
　ミ　 ゆトノ　堤

　心　h二　懸
　資　4」碑　徒」
　製　，ou　ξ≡
　孫　楯謎　⊇ミ
　e　J選　e
　卜）　き．　一く
　　　幽［千6　　く9
倉簑　史1冥　“
ぺ～製　茎総　和
二〇　ど1）　尋
廼電　製e　尋灸逆　＿》細
δ辱倉型世　6
㌍懸貿u堤　尋
eeぺ～〈蟷　I」
くく91細　罫
I　l　R終硲　 切

誓任饗ト聖　送U
トト’le　轡密1！、4ミ＜　u箪
ミミ《姐。　余ご（
　　むコ迅眠蕊）9　一」）
ぎギ轡」蓬る　る創
韓憲こ即韓禽…基e
｝ぎ《終墜魯製ぎト）

一　ひ1　　　ぴつ　で　　　o　o

コ

価
悩
」
’

∂
》
祠
ノ

縄
’『、

紀
レ

ニ

o
巳

く

1
そ
ト

1
ミ
妹
副
團
魚

目

如謙桶怖

霜
へ1　　　（
　　　oρ　　　∩
e　　　－　　　o

　　　灸
　　　卜
　　　悩
瞭。　二
　　　、」
，悩　　」
》鴫　 ど

1ビ佃　堅
暴唖ρ　胃
u（　　砲一臼　　く
　　　霧

融㌃
　　　ミ
　　　ヘ
蹄トノ　準
圓＿）　…ヨ

　　　公
　韻
　　　輔　”　　　り　　　1ノ　じ　皿　　　A　　　ゆ　薫　　　尋　P　　　l置　　　　　　　岳　　　　　堆　　　ぞ　　　　　岬二睾　　　ヤ　くロ　　　荘　嫁廼嘗　99、

　　　。　　　一　ひ1　σう　　　噸一、

①

醤 一＿

・ミ

＃
柵
ニ

ヒ
竺

氣

聖

躍
悶

e
ξ
罫

貸
趣
％

o
虜
鍾
く

｝
誓
ト

f
＝ミ

姐

．興

り幹

》

‘9ぺ
と」○

忌想
藻o
こ＝一

・一、

ぐ

望
三
↑

二

廼

ひ1

ゆ

総

卜（轟

む

尋

u
葦
荘

＝隅、

■
桶
」

貸

オ
oc、　．

爬二
u初
葦喫
斗…v
こ麹
喫…：
仁、」

ヤu　、

即、4
ニ　 リン

、」c、

刃u
r無
卜Q〈
槍1

　善
一「＼

一l
Pミ
釜眠
謎罫
渥憲
］ぎ

一

ト
一
1
一

悩

欄

；買ぺ密
＝耀r♪　＿

弱I」e
き」奪
Ul霧一コJそ
纂n　．

夷如」

《
制
、』

初
製
捉

。ム鍔薯
hKゆ帯悩＝・口、」

一）㊨些佃
’槍覆」ロ
暴！」　園
醤・〕届
）ρP一
琶魯⇒e
些．梶ぐ
』二旬わ
契杓c、悩
忘翼！」二
籾〉ム抽
竺廻K、」
忌製⊃u
u、」　藁
鰍」毎潔
』
　」廼竺蚕」。刃
響z－」
掻K粒ゆ
一，撃恒セ必，嵩……

嚢翠ρ趣
　　P）廻ξ一凶
“』　一」◎＼

　e製蚕
一

山

趣
悩
」

契

踏
翼
，い

蝿

恒
悩
む

製

タ
ρ

鮭、」

の如
“o
璽　・
。並

栴）
幅ぐ＝

」葺
二毅
築o
灸灸
，い廼

醤ρ
初註
韓一
旬
，

。

署貸
u契
享＿）

泥悩
こo
々虜
“ま
拘1三
坤逆
マ圏
汀謎
刈e
r〈
ゆ1
需昏
　ト　　 ＝

一1　　（
』ミ
、」鳳ノ
＾…製ゆ

薔裂
噂　　 V　　）
≧ビく
菖庭縄
朝

卜

世噛き」

くつの

網・
割鍾
．u
栴ぐ＝

禍嘗
」鰻
二〇
灸灸
灸廼
，o→ρ

斡と
痢一
課・
初灸
事綬
上」」

董悩
淀ひ
二槍
｛～楚

宴く
判1
坤善
董r、
、」！

刃ミ
r眠
卜Q鮮
需奪

一製
」冒o　。

蟷柘
∂㌔翼鶏

口潔v一　 《

』一裾
臨踵、J

o◎

卜

　　二1
　　興＝ミ
　　u鳳
　　葦紹
　　荘o
　　こ麺
　　‘二A」

　　赫潔杓
　　悩、製
　　jl」〉
　　二菌一く
　　灸1ノ聡
　　灸6、j
　　Io選如
　　綿eo　　謄，　’
　　＿“　 ，

　　詮判並
　　荘Pu
　　こ：柵ぐ＝

　　々舶葺
　　冥A』々
　　初｛～o
　　迄イロ塁灸

　　三杓廻
　　、』どρ
　　対醤ミヒ

　　トQ飛　。
　　宿｛灸
些　　 1々　』
も　 一誓」　 も

一　一ト悩　 一

　　　l　o　　ピミ槍
　　“娼価　　興，9一
　　け奨く
）　 ｝騨1　＿　　罫ヂ終
　　亀ト’ト

　　ず
　　ト

卜

苫

一131一



日本子ども家庭総合研究所紀要　第39集

鱗＼へ　　　　　　．廻
寒謎マ　　　　　　1し、」
。爆青　　　　　竃穂」

爲ミ　　　蛇楊
y コ1　　註　 肖並
ヲ轟挿　　＿　頚以
ガ爵卜。　　　　　。ぐ二

暮揃　　瀬
嚢漿）ピ器
董慈署　罵，一鍵
言」ヨ佃　t墓　　韓咽
毫蟹＄。一諮　茎ざ
些吟＼垣　衷　荘契

u　　　 、♂，）　　．一一⊃

ぐ≒選こ　嚢　更悩
“霧製葺　脇〈　ζo

鞭翻）親鎚
幹馨蒙獣董1
逗権葦難蓋越
一ま七’　撃瑠余　　数
』鳳モ噌杓　…撃潜e　ご…ニ　　ミヒ
　罫…i翼　ぐ螺ヨ　 ・毫　　（

強鎚籔＄強．
搾．選ξ　　　　　興い二
よ」P薄”　 一引σo　】麺初
一至渕　　恭16雪01　＝AJ々
二鮭運』　＝＝＝　，・r〉　）
三〇う聖e　　　　　畿潔・く
甲　　　　　　　　　　σり
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一

翼ミ　　　　麺
と」ヤ、　　　　　AJ

ま製　　　　’一ズ
滋o　　　　纂Q
こ麺　　　　。u
窯刃。　　　hl」
。’一二　　　偏ぐ
h魂ヤ」　　　⊃恒
幅．製　　　二e
Jトノv　　　灸ゆ
二崎一く　　　灸ρ
養I」理　　　，o偏
灸o、」　　　再コ
，い逆細　　　U》
緯eo　　　忌総
u灸．　　　荘）
詮初並　　　こ二
悲Pとノ　　　契判
こ悩ぐ＝　　　宴々
々荊野　　　切〉
冥貞」々　　　即る
初契o　　　爵麹
麹＃灸　　　 り尋
善荊」廼　　　うきハf
｝』翌ψ　　　一灸
貞」趣註　　　斎怒
　ヲ　　　　　　　　 ムツ　ヤユぽ　　　　　　もヰ
トo資。　　　一劃
電く灸　　　　e
　l艦～　　　PL
一誓」　‘」　プ蚕
一ト悩　も　＝．

呉霜（兆
善蟄　鷺皇
＝…ヨ1　　　－－
一蛮将　）　 一…ど

蓋レト　　　震毅
　二l　　　　　o
マ　　　　　　 鴫

　　　　　　ぐ

　　　　　　lJ
　　　　　　5
　　　　　　6
　　　　　　〕
　　　　　　豊
l」　　　　　輩
」　　 2　　

・＝

4』　　ぐ曾　喜二1
ぐ可　　々々
望　　冥々　目
磁」　　　杓6　一
AJ　　…麺　≡
り　　　 ・ゴ￥／　　罫慧

々　　灸麺　 l
o　　　部二　 ）

廼　　 選養
Aj　　r灸ρ
堂　　　．
叢　　 …串
副　　 e卜o
輩　　

’
一
荊

．倉　潔P
レ々　　、割
＿》｛～　一灸睾

勾o倉二u
必廼紀廼く
トou二Φ1
廿藁初灸昏u
‘づ…三契£卜密
・＝ミ馨灸士重1ま
もの　ぢロ　コニじ　ハ　の　　マ

ペヌいてニヘ　ヤ
ギと2、舐…計喝へ）

⊇～密e二…＝包
割；返：＝ji…璽e
睾羅曇舞《なトI」

一　Q・1　cう　rr　u◎　o

昌

凝
資
｛

終
’
卜

1訳
ミ○
烈u
…＝》
…ヨと

」ミh
。e
hρ
柵ゆ
ヲ悩
、ゴ並
＄ト’

交電
験c、）

綿＾
P，　一ン

ー相
譲々
ゴ…〉

一＝る
ぺ～劃

塁揖
相、f
聖灸
、・三翼

u署
刈鎧

7e’！乙
麺蚕

Ω1、J

P二
一c、
一）
＝＝，　＿

ひ1

阻

　ミ　　　　　　　　の

　《そ　　）　　 ＿
　麺　球＿）

　5　貿重
　璽　卜o算　倉
　u　需AJ　貿
　e　P二　二
　卜e　羨二　廼
　h　…三’竺　養
　選　と」冥　誓
　蝋　密昼　’翼
　徒，　薯；旨　・》

　〈　芸支　 ゆ

　1　　．、」　h
　長　 識」二　劇
　卜　卜o尋　…≡
　1　廿u　 u
　ミ　貞」趨　 く

　迅　 lo選　 1
　灸　』略詮　誉
　1』　」姿　ト
　トI」　き　ρ　1
　　　週’十6　　▲
　　　　ニ　 ロ　　　　 ヘ

91灸　憂，冥　迅
貿だ　雲槍　馨ご
二6　ごP　

…ヨ

穏総　 綬e　余
そ並　＿）ゆ
馴書ご　 璽h　ひ

㌍粧　 ！」幽　善
e愈£〈睾　》
くく廻1細　宴
Il々誓導　絢
誓終9ト憂ミ　送u
トト貸l　e　鰹密
口饗ミ＜　！」≦
ミ＝ミ∂’へ◎　 く於＝’（

眠眠I」想冥　一）
畢婁旧ド｛ζ⇔碧養ヨ
ヨヨ邊即再起趨e
余諌徒」誉碑卜o耀トい

一　ひ1　　　σ◎　rド　　　u◎　く9

　　　　o
　　　悩
　　　患
　　　築
　　　製
　　　ぬ
　　　埋
　　　駅
　　　価
　　　悩
　　　」
　　　る
　　　灸
　　　一c、
　　　再
　　　u
　　　婚
　　　荘
　　　々一　　　　一杓
　　　脅一喫
　　　ヤu〉
　　　些即
　　　　uも一　　　　り　　　司　　　　砲
　　　　一懸　　　邑冴
　　　葦選
　　　τ著
　　　oっe
　　　一眺’
　　　塁ぐ三
　　　鰻嘗
　　　壽哩
　　　一トノ

　　　寓

↑

モ安

儀

選
駅
Φ

灸
想
鮭

ツ
腎

○
］

∩

灸

h
悩

o
槍

鍾

幕
’警

ゆ

ト
匪
）

〈

1
昏
ト

1
ミ
鳳

薗
魚

t」

二

斡

）

詮
滋

9
監

廼

ひ1

卜o

帽

》
冥

初
ゼ
ε
粒

詮
荘

h
悩
」　。

二二
蚕初
再製
u〉
＆剖
襲’週
・＝、」

捉、
冥義
初e
即蛍

u砲
AJ雛

卜o慰
槍隆

　おこle
　申
壁る
三惑
謎密
廻藝
』
卜
0

3
一
L
」

』

ぐ
や

悩

聾
垣

鯨
些
聖
劇

ヤe
ヒ
罫

灸

趣
柵

o
総
並
く

1
終
ト

1
＝ミ

噺へ

…i署

圏
余

ξ
郵

トノ

ニ
稗，ミ

之」O
葦製
オ…o
こ一
ゆ一、

一
一
ア
』

ヨ
↓

二

廼

ひ1

ゆ

槍

ゆ
む
善

u
邑
∫ヒ

ー→

恒
悩

」
二

簑
灸
，い

牌ノ
リの
耳憎
一契
荘v
こ蜘
々1
ζ朽
制』

些一

u∩
AJ2
r録
卜o〈
槍1

　養
ごりト

　1
皇ミ
三鳳
謎誤
解蟄
一象
一

一

津
紋

㌣輩
ユヨ　こ

趨如
二這鎌

どさ
．三…i

恒卜o
揺趣
」朔
二樋
築u
灸謎
・o還
翼騨
想沼
鮭妊…！

オ…禦

こ謎
喫蚕
＃くき

杓督
凶…ヨ

ロ魯
砲，o
占’e
ゴe
忘ρ
貸廻
ぽ　 リン　　コ

P’喫二

至契初
翻二製
濯即v4』匡ト’
　、」⇒
一

一

一
一

　　、』糖
　　P】
　　一趨
　　士還
　　調貿
　　㌃醤
　　h簗
　　梶契
　　ヲ繍
　　、プ薫
　　9轟
　　8嬰
　　鴛き

　　蕪
　　ヨ…謎

　　二遼
　　餐総
　　暫蝦
　　初躍ノ
　　摯蟄蒋
　　燕、’製
　　u　　　ρV　　如　　，・，いトノ

　　　ej養棄臓葵　　一φ｛　　な一　　 契如　 （

　　バ　　鴫華
　　甲契週
　　ぱ　　一5ゆ）　…三即赫　）
　　　三罰
　　守1

　　一
　　一　　一

’ハ惑裂密
罫三二二
璽、I」e
諌ま」くゴ
土」届1蓬
ひ1蓬』そ
瓢羅n．
奏る必jj

＜

濯
匂

舶
製
契

。累ム凄叢
恒魁K掴弐悩謎⊃2、」
ヲ．ゆ些細
’二槍漫並
轟杓2　躍翼製・く丘

2v吟pP＆剖碑Je
荘捜、悩ぐ

∴1網わ

契I」eo悩；」尾t」二
杓翌ヨム肋
麹ム如卜く、」
、三卜く饗＝・想
15・へ’一　　り
　　　ヤ　　　れ喫砲e縛．．
　曇
斎ξ
婆ミ
肩e
一く
Pl
←終
自’卜

釜1
　＝ミ

幹
バ
山
一

一
」
」

　　　卜
　　　悩
　　　」
　　　々
　　　二
§麺竺’懸
紹。A」鶏
e価”，（
ΦP｝Q紹
養睾卜世
廷薫…悩
£っρ　む
こトノ）製
芒＝二ま製
る製倒二

一132一



小山他：グループホームの現状と課題（1）
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小山他：グループホームの現状と課題（1）
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小山他：グループホームの現状と課題（1）

資料2 里親型グループホームに関する実態調査

　この調査は、里規型グルーブホームの現状と課題を把握し、今後の々向性を検討するためのものです。ご多忙の祈まことに恐縮ですが、本調査の趣

旨をご理解いただき、ご協ノノ賜りますようよろしくお願いいたします。本調査への同答は、里親に関する所管庁である厚生労働省及ぴ各白治体の児竜

幅祉に関する所管課の協ノ」のド、各里観型グルーブホームにお願いしております。

なお、調査の解所は、コンピューダを使用し、すべて統、マ1・的に処理されますので、同答音個へ、地名等が特定されたり、個人データが外部に漏れた

りすることはありません。調査結果につきましても、プライバシーに十分配慮し、個ぺ名、地名等は・切公表いたしません。また、調査結果につきま

しては，平成15第度に各里親型グルーブホームヘ郵送させていただくと同時に、口本子ども家庭総合研究所研究紀要等にて公表させていただくチ定

です。

調査についてご不明な点がございましたら、ド記の連絡完までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　＜お間い合わせ＞
〒106－8580東京都港区南麻布5－6－8

　　日本子ども家庭総合研究所子ども家庭福祉研究部澁谷昌史・伊藤嘉余子・庄司順一

　　　　　　　TEL　O3－3473－8341　FAX　O3－3473－8408　E－Ma“　shibuyaゆaiiku，orjp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆ご記入にあたっての注意事項◆
1．本調査を郵送している里親型グルーブホームとは、rおおむね4～6人までの児竜を養育することができるグルーブホームであると各白治体で認

　定されている畢親家庭」を指します。

2．同答は、それぞれの設問の指示に従い、該当する選択肢の番号に○をお付けください。それ以外の設問に対しては、該当する敗宇や爵号をご記入

　ください。

3．同答は、とくに断りがない限り、平成15年3月L日現在の状況についてご記入ください。

4．同答は、主として里子（委託されている児竜）の養育に携わっている方がご記入ください。夫婦‘人とも同稚度1、二携わっている場合は．，活し合っ

　てご同答ください。

5．　「その他j等の白由同答記述の部分は，お千数ですが、できるだけ只体的にご記入ください。

6・お忙しいところ恐縮ですが、ご記入済みの調査票は、一、返信用の封筒にてご返送いただけますようお願い中しLげます。

：貴ホームにおける委託児童についておうかがいします。

問1　一鼠重について、以下の表にご回答ください．なお、一幽あては
　　まるものを選び、量量でご回答ください。また、rその他」を選択された場合には、具体的にご記入ください。

現在の婁託児童数 人

（平成15年3月1日現在）

　性

　別
（
別
衰
6

婁
託
碕
の
年
齢

現
在
の
年
齢

　婁
一驕

翻
息
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（経
別路
衰
ε

事養
由護
荊豊

登墨

況旗里
　と子
（のと
割交そ
警流の
）状家

身体の状況

（別衰H）

糟紳・行動の

　状況
　（別衰1）

　養育上
留意している点

　（別衰の

1
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問2　”成13年度中に景託翠除になった児童について、以下の表にご回答ください。なお、一
　　果言　除9点におい　あてはまるものを選び、蚤旦でご回答ください。また、rその他」を選択された場合には、具体的にご記入ください。

平成13年匿中の委託児童敗（延ぺ） へ 平成13年屋中の婁託餌除児童数（延ぺ）　　　人

　性

　別
（
別
豪
A
）

婁
託
時
の
年
齢

僻
除
蒔
の
年
齢

　婁
　託
　の
（種
別頬
衰
B
）

　婁
　託

経
爾跳
壼
C
）

事養
由護
荊塁

登墨

況簾
　と
（のと別交
書流
）状

　霊

（飾
別除
衰理
F由
）

状婁
況託
爺屡

書綾

）の

身体の状況

（別衰H）

精紳・行動の

状況
（別表：）

　養育上
留意していた点

　（別表J》

1

つ
乙
　
　
　
、
3

4

5

6
r

7

8

9

10

皿貴ホームにおける運営状況についておうかがいします

問3　同居家族（里子を除く、実子を含む）について下記空欄にご回答ください。年齢、続柄、里親及び社会福祉施設・機関勤務年数は該当ずる数字

　　やことばを、資格及び就業状況については表の右の選択肢から番号をお選びください．該当しない項目については、空欄のままで結構です。ま

　　た、里親登録をしている方の番号（左端）に○をつけてください．

年齢 続柄
量競経験年数

　（通算）

杜金櫓祉施設・

●関勤寝年数

　（通算）

資椿 就桑状況

1 記人κ

ノト人

2

3

4

5

6

里艘登録をしている者に0

　資楕
（あてはまるもの

　すぺてを遇択）

1　社会禍祉士

2保育士

3　児紺旨導員

4　看，護師1保健師

5医師
6教員

　就菓状況
　（1つを還択）

1　常勤職員として雁

　川されている

2　非常勤職員として

　雇川されている

3白雀を業
4　就裳していない

3－1　実子がいる方におうかがいします。実子との関係はいかがぐすか（1つにO）。

1　うまくいっている

4　その他（具体的に

2　うまくいっていない 3　年齢差があるので、気にすることはない

　　　　　　　　　　）
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小山他　グループホームの現状と課題（1）

問4　　いつ頃から里親型グループホームを始めましたか。

西暦（ ）年から

問5　　休息をとることはありますか（1つに○）。

＊　ここでのr休息」とは、里子のケアを誰かに委ねて、自由に時閤を過ごしたり、里親業務から離れないとできない用事を済ませたりすることを指し

　　ます。

⊥遍　　2ない
↓
5－1　上記設問で「1　ある」とご回答された万におうかがいします。休息などをとるときに、あなたに代わって、誰が里子のケアをしています

　　　か。下記選択肢から、最も頻繁にケアをお願いする人から順に2つを番号でお答えください。

第1位（ ）　第2位（ ）

1　同居家族

5児童福祉施設

2　親戚

6　非常勤スタッフ

3　近隣　　　　　　　　4　ほかの里親

7　その他（具体的に ）

問6　　平成13年度中に活用したホランティアの人数をお答えください

←人
6－1　上記設問で1名以上をご回答された万におうかがいします。ボランティアにどういった活動をしてもらっていますか。具体的にご回答くださ

　　　い。

（ ）

問7　　里親型グループホームを運営する中で、過度の負担を感じることがありますか（1つに0）。

⊥＿塑　　2　ない

↓
7－1　　上記設問でr1　ある」とご回答された方におうかがいします。それはどのようなことですか。以下の選択肢から、主なものから順に3つ選

　　　　び、番号でお答えください（優先順位付複数回答）

第1位（ ）　第2位（ ）　第3位（ ）

1　里子の性格行動上の問題　　　　　　　　2　里子の学力があがらないこと　　　　3　里子と人間関係が作れないこと

4　里子とその保護者との関係　　　　　　　5　望子の障害から派生する問題　　　　6　里子の保護者の性格行動上の問題

7　里子の保護者と人間関係が作れないこと　8　同居家族との関係　　　　　　　　9　十分な休息がとれないこと

10　児童相談所や学校等の社会的機関の理解が得られにくいこと　　11　近隣等の社会一般の人たちからの理解が得られにくいこと

12　実子を含めた子どもたち同士のトラプル　　　　　　　　　　13　その他（具1本的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問8　里親型グループホームを運営する中で、過度の負担がかからないように気をつけていることがありますか（1つに○）。

』L遍　　2ない
↓
8－1　　上記設問でr1　ある」とご回答された方におうかがいします。それはどのようなことですか。以下の選択肢から、主なものからlll頁に3つ選

　　　　び、番号でお答えください（優先順位付複数回答）。

第1位（ ）　第2檀（ ）　第3位（ ）

1　家族間で良好な人間関係を作ること

4　適度に休息をとるようにすること

7　親しい友人（里親以外）を作ること

10　誰かに愚痴をいうこと

12　その他（具体的に

2　里子の保護者と良好な人間関係を作ること　3　里子と良好な人間関係を作ること

5　自分の趣味を見つけること　　　　　　　6　親しい里親仲間を作ること

8　自分で問題解決の学習をすること　　　　　9　研修会や勉強会に参加すること

11児童相談所や施設の職員と話し合いをすること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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日本子ども家庭総合研究所紀要　第39集

問9　　あな：たは、平成13年度において、研修会にとのくらい参加されましたか。

＊　ここでいう「研修会」とは、社会福祉・心理・教育など、里親に必要な専門的知識や技術を習得するものに限ります。

（ ）回

問10　あなたが、平成13年度においてアフターケアを行った児童数をご回答ください。

＊　「アフターケア」とは、里親委託を解除された児童へのさまざまな援助や関わりを指します。

（ ）人

問11　住居の状況についてご回答ください（1つに○、11－3は数字を記入）。

11－1　建物：　1　一戸建て　　2　集合住宅　　　　3　その他（具体的に

11－2　所有：　1　自家　　　　2　‘昔家（賃貸）　　3　その他（具1本的に

11－3　敷地：　　（　　　　　　）㎡

11－4　間取：　1　3LDK　　2　4DK～4LDK　　3　5DK～5LDK　　4　6LDK以上

問12　現在、習い事、学習塾、通信教育などの、学校以外の教育施設・教材を里子に利用させている場合、一月平均でどのくらいの黄用がかかります

　　か。利用していない場合には、「O」をご記入ください。

約（ ）円

問13　現在、民間のセラビストや精神科医からの心理治療・精神療法を里子に受けさせている場合、一月平均でどのくらいの費用がかかりますか（交

　　通費は除く）。児童相談所での治療等費用のかからないものを受けている場合や、利用していない場合には、rO」をご記入ください。

約（ ）円

間14　里子をケアする中で、最もよく連携（協力関係）をとっている機関はどこですか。以下の選択肢から、主なもの2つを選んで、番号でご回答く

　　ださい。

（ ）（ ）

1　児童相談所　　　2　里子が入所していた児童福祉施設　　3　里子が利用している保育所

5　福祉事務所　　　6　保健所　　　7　医療機関　　　　8　民生児童委員

10　その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　）

4　里子が在籍している学校・幼稚園

9　主任児童委員

問15里子をケアする中で、最も連携（協力関係）がとれていない機関はどこですか。以下の選択肢から、主なもの2つを選んで、番号でご回答くだ

　　さい。

（ ）（ ）

1　児童相談所　　　2　望子が入所していた児童福祉施設　　3　里子が利用している保育所

5　福祉事務所　　　6　保健所　　　　7　医療機関　　　　　8　民生児童委員

10　その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　）

4　里子が在籍している学校・幼稚園

9　主任児童委員

問16　地域とのかかわりはどのようにしていますか。以下の選択肢からあてはまるものをすべて選び、Oをお付けください。

1　一つの世帯として、日常生活を普通に地域の中でおくっている

2　PTA等の役員を積極的に引き受けるようにしている

3　町内会や子とも会等の地域活動に積極的に関わるようにしている

4　その他（具体的に ）
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小山他　グループホームの現状と課題（1）

問17　地域の方たちからの手助けはありますか（1つに○）。

1　ある　　2　ない

↓
上記設問でr1　ある」とご回答された万におうかがいします。それはどのようなことですか。具体的にご回答ください。

（ ）

問18　里親を取り巻く社会的支援1本制の現況について、以下の選択肢から、主なもの3つを選んで、番号でご回答ください。

（ ）（ ）（ ）

1　児童相談所職員の力量に格差がある　　2　児童相談所の力量に格差がある　　　　　3　児童相談所職員が多忙で緊急対応を期待できない

4　児童相談所職員が非協力的である　　　5　児童椙談所職員の専門性が低い　　　　　　6　学校職員が非協力的である

7　医療機関が非協力的である　　　　　　8　姓が異なることで不便を感じることが多い　9　．住宅維捲にかかる経費1）｛高い

10　心理治療費など、児童の心身の健康を向上させる上で必要と思われる経費が出ない　　11　休息が保障されない

12　十分な研修機会がない　　　　　　　　13　里親会が機能していない

14その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

皿里子を委託される際に、児童相議所に配慮して欲しいことについてご記入ください。

四里親型グループホームが、子どもたちにとって有効だと思われることについてご記入ください。

V里観型グループホームを子どもたちにとってよりよい場所とするために
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備して欲しい制産・政策についてご提言があればご記入ください・

ご櫨力いただき、まことにありがとうございました
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小山他：グループホームの現状と課題（1）

資料3

施設分園型グループホームに関する実態調査

　この調査は、施設分園型グルーブホームの現状と課題を把梶し、今後の方向性を検討するためのものです。ご多忙の折まことに恐縮ですが、本調査

の趣旨をご理解いただき、ご協ノ」賜りますようよろしくお願いいたします。本調査への回答は、児竜逼祉施設に閏する所管庁である厚生労働省及び各

白治体の児帝福祉に関する所管，梨の協ガのド、各施設分園型グループホームにお願いしております。

なお、調査の解祈は、コンピュータを使用し、すべて統，計的に処理されますので、同答音個入、施設等が特定されたり、個ヘデータが外部に漏れた

りすることはありません。調査結果につきましても、ブラでバシーに十分配慮し、個へ名、施設名等は一切公表いたしません。また、調査結果につき

ましては、平成15年度に言施設へ郵送させていただくと同時に，日本子ども家庭総合研究所研究紀要等にて公表させていただく予定です。

調査についてご不明な点がございましたら、ド記の連絡先までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　〈お問い合わせ〉
〒106－8580東京都港区南麻布5－6－8

　　目本子ども家庭総合研究所子ども家庭福祉研究部澁谷昌史・伊藤嘉余子・庄司順一

　　　　　　　TEし03－3473－8341　FAX　O3－3473－8408　E－Mail　shibuya＠aiiku，orjp

◆ご記入にあたっての注意事項◆

1．同答は、それぞれの設問の指示に従い、該当する選択肢の番号に○をお付けください。それ以外の設問に対しては、該当する数字や爵号をご記入

　ください。

2、同答は、とくに断りがない限り、一血の状祝についてご記入ください。
3．同答は，できる限りグルーブホームのリーダーの方にご記入をお願いします。リーダーがいない場合には、同樹度に頓繁に入所児藁とかかわって

　いる職員同士で話し合ってご回答ください。

4．　「その他」等の白由同答記述の部分は、お予数ですが、できるだけ只体的にご記入ください。

5．お忙しいところ恐縮ですが、ご記入済みの調査票は、平成15年3月3i日までに、返信用の封箇にてご返送いただけますようお願い中しLげます。

　　　　　　1貴ホームにおける措置児童にっいておうかがいします。
申ここでいう『措置児童』には，婁託一碕保穫やショートスティ、レスパイトケアによる入所児童も含めます。

問堆　一星童について、以下の表にご回答ください．なお、一あてはま
　　るものを選び、蚤量でご回答ください。また、rその他」を選択された場合には、具体的にご記入ください。

現在の入斎児童数 人

（平成15年3月1日現在）

　性

　別
（
別
衰
A
）

謹
時
の
年
齢

現
在
の
年
齢

　措
　置
（の
別種
衰頚
B
）

　復

（経
別路
衰
C
）

富蓋

爾豊

登墨

嚢踏
翼震児
割と童
衰のと
5交そ

身体の状況

（別衰H》

鯖紳・行動の

　状況
　（別寂D

1
『
　
　
　
『
　
　
　
，
　

2
，　噌　 ■』甲　■■　　　　一，　一　9　■，”o 『，　』　臼　　　ー　ロ　ー　　 ．　　甲一　　■　　P I　　－　　一雪■　一一　　一一曹響　，　　一■　　甲　甲甲　　曽

樽　　韓　『　，

3
”　響　■　　r　甲　■　一　　　　薗

4

5

6

7
一一r験　甲　　層一　　 ■　　　　，　－ 甲”一一　，一一■臼，璽■■一　F，　－

8

　養育上
留意している点

　（別衰J）
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問2　一になった児童について、以下の表にご回答ください。なお、数字で記入で　ない項目については　別表の選尺肢から播

　置塑あてはまるものを選び、蚕量でご回答ください。また、rその他」を選択された場合には、具体的にご記入ください。

平成13年度中の措置児童数（延ぺ） 人 平成13年度中の槽置簿除児童数（延ぺ）　　　人

性
別
（
別
衰
A
）

措
置
時
の
年
齢

僻
除
時
の
年
齢

措
量
（の
騨
）

措
量
経
荊躇
表
C
）

罐
錯
登
窒

流の入
状家
翼態児
響あ喜

）交そ

措
置
（
艀
別
除
衰理
ε 由

状措
況置

畷
き復

）の

身体の状況

（別衰H）

籍紳・行動の

状況
（別衰1》

養育上

留意していた点

（別衰J）

1

2

3
』　　　　　－　曹　　　一　　　　　，■　雪一　9

4
5

6
　
　
　
　
7

8
　
　
　
　
9

一

10

∬貴ホームにおける運営状況についておうかがいします

問3　あなたは、1ヵ月あたり平均して、どのくらいの頻度で1木暇をとられますか。

1ヵ月のうち、だいたい（ ）日くらい

問4　平成13年度中に活用したボランティアの人数をお答えください（本体施設でのみ活用したボランディアは除きます）。

←人
4－1　上記設問で1名以上をご回答された方におうかがいします。ボランティアにどういった活動をしてもらっていますか。具体的にご回答くださ

　い。

（ ）

問5　分園型グループホームを運営する中で、過度の負担を感じることがありますか（1つに0）。

工＿塑2ない
↓
5－1　上記設問で「1　ある」とご回答された方におうかがいします。それはとのようなことですか。以下の選択肢から、主なものから順に3つ選

　び、番号でお答えください（優先順位付複数回答）

第1位（ ）第2位（ ）第3位（ ）

1　入所児童の性格行動上の問題　　　　　　　　2　入所児童の学力があがらないこと　　　　3　入所児童と人間関係が作れないこと

4　入所児童とその保護者との関係　　　　　　5　入所児童の障害から派生する問題　　　　6　入所児童の保護者の性格行動上の問題

7　入所児童の保護者と人間関係が作れないこと　8　十分な休息がとれないこと　　　　　　　9　本体施設の理解が得られにくいこと

10　児童相談所や学校等の社会的機関の理鰐が得られにくいこと　　11近隣等の社会一般の人たちからの理解が得られにくいこと

12　子どもたち同士のトラブル　　　　　　　　　　　　　　　　　13　その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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小山他　グループホームの現状と課題（1）

問6　分園型グループホームを運営する中で、過度の負担がかからないように気をつけていることがありますか（1つに○）。

悸
　　　　　2　ない

6－1　上記設問でr1　ある」とご回答された方におうかがいします。それはどのようなことですか。以下の選択肢から、主なものから順に3つ選

　　　び、番号で答えてください（優先順位付複数回答）。

第11立（ ）　第21立（ ）　第3位（ ）

1　職員間て良好な人間関係を作ること　2

4　適度に休息をとるようにすること　　5

7　親しい友人（職員以外）を作ること　8

10　誰かに愚痴をいうこと　　　　　　　11

12その他（具体的に

入所児童の保護者と良好な人間関係を作ること　3

自分の趣味を見つけること　　　　　　　　　　6

自分で問題解決の学習をすること　　　　　　　9

児童相談所や施設の職員と話し合いをすること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入所児童と良好な人間関係を作ること

親しい職員仲間を作ること

研修会や勉強会に参加すること

問7　平成13年度において、あなたは何回研修会に参加しましたか。

（ ）回

問8　黄ホームでは、専門的助言（スーパービジョンやコンサルテーション）を受ける機会がありますか（あてはまるものすべてに○）。

1
3
5
7

本体施設にいる施設長や主任クラスの職員から受けている

ホーム内の職員同士で話し合うことで助言を得ている

施設内で雇用している心理職や精神科医から受けている

児童福祉司が相談にのってくれる

2
4
6
8

ホームのリーダーから受けている

外部からくるスーパーバイザーから受けている

外部からくる心理職や精神科医から受けている

とくに専門的助言を受ける機会がない

問9　あなたが、平成13年度においてアフターケアを行った児童数をご回答ください。

　　＊rアフターケア」とは、措置解除された児童へのさまざまな援助や関わりを捲します。また、ホーム出身の子どもだけでなく、あなたが本体施設

　　　で勤務していたときに送り出した子どもたちのケアを行っている場合も含めて考えます。

（ ）人

問10現在、習い事、学習塾、通信教育などの、学校以外の教育施設・教材を入所児童に利用させている場合、一月平均でどのくらいの費用がかかりま

　　　すか。利用していない場合には、rO」をご記入ください。

約（ ）円

問11現在、民間のセラビストや精神科医からの心理治療・精神療法を入所児童に受けさせている場合、一月平均でとのくらいの費用がかかりますか（交

　　　通費は除く）。児童相談所での治療等費用のかからないものを受けている場合や、利用していない場合には、rO」をご記入ください。

約（ ）円

問12入所児童をケアする中で、最もよく連携（協力関係）をとっている機関はどこですか。以下の選択肢から、主なもの2つを選んで、番号でご回答

　　　ください。

（ ）（ ）

1，児童相談所　　2．入所児童が過去に入所していた児童福祉施設

4，入所児童が在籍している学校・幼稚園　　5．福祉事務所

8．民生児童委員　9，主任児童委員　　　　10．本体施設

3．入所児童が利用している保育所

6．保健所　　　　　　　7．医療機関

11，その他（具体的に ）
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問13入所児童をケアする中で、最も連携（協力関係）がとれていない機関はどこですか。以下の選択肢から、主なもの2つを選んで、番号てこ回答く

　　　ださい。

（ ）（ ）

1
．
児
童
帽 談所　　2．入所児童が過去に入所していた児章福祉施設　　3、入所児璽が利用している保育所

4．入所児童が在籍している学校・幼稚園　　5．福祉事務所　　　　　6．保健所　　　　　　　7．医療機関

8．民生児童委員　9．主任児童委員　　　　10，本体施設　　　　　11．その他（具体的に ）

問14地域とのかかわりはどのようにしていますか。以下の選択肢からあてはまるものをすべて選び、Oをお付けください。

1　一つの世帯として、日常生活を普通に地域の中でおくっている

2　PTA等の役員を積極的に引き受けるようにしている

3　町内会や子ども会等の地域活動に積極的に関わるようにしている

4　その他（具体的に ）

問15地域の方たちからの手助けはありますか（1つに○）。

』L」騒　　2　ない

↓
15刊　上記設問でr1　ある」とご回答された万におうかがいします。それはどのようなことですか。具体的にご回答ください。

（
）

問16児童相談所などの社会的支援体制について、強い不満を感じることがありますか。

1　ある　　2　ない

↓
16刊　上記設問でr1　ある」とご回答された万におうかがいします。それはどのようなものですか。以下の選択肢から主なもの3つを選んで・

　　　番号でご回答ください．

（ ）（ ）（ ）

1　児童相談所職員の力量に格差がある　　2　児童相談所の力量に格差がある

4　児童椙談所職員が非協力的である　　　5　児童相談所職員の専門性が低い

7　医療機関が非協力的である　　　　　　8　姓が異なることで不便を感じることが多い

10　心哩治療費など、児童の心身の健康を向上させる上で必要と思われる経費が出ない

12　十分な研修機会がない　　13　その他（具体的に

3　児童相談所職員が多忙で緊急対応を期待できない

6　学校臓員が非協力的である

9　住宅維持にかかる経費が高い

11　休暇が保障されない

　　　　　　　　　　　　　　　）
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小山他：グループホームの現状と課題（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿基本的属性についておうかがいします

零本調査は記入者個人については無記名でお願いしておりますが、調査艀析のために必要な情報となりますので、下記の墓本的な属性についてご記入お願

いします。なお、このデータによって個人が特定されたり、施設名が公表されたりすることはございませんので、何卒ご協力お願いいたします。

問17貴ホームに勤務する職員及ぴホームに居住している万（入所児童を除く、実子を含む）について、下表空欄にご回答ください。なお、年齢、社会

　　　福祉施設・機関勤務年数は該当する数字やことばを、資格、最終学歴、大学での専攻、施設との関係、ホーム外での就労状況については、表の右

　　　の選択肢から番号をお選びください。該当しな：い項目については、空欄のままで結構です。そして、夫婦でなさっている場合には、実子を含めて

　　　該当者の番号（左端）に○をつけてください。また、ホームに住み込みをしている蝪合には、同じく左端の番号に×をつけてください・

年齢

社会福祉施設・

機関動鴉年数

　（通算）

資楕 最絡学歴
大学での

專攻

施設との

関條

施設外での

就労状況

1

2

3

4

5

6

夫婦及びその実子には○、住み込みをしている方には×

問18平均的な職員の配置換え年数についてご回答ください。

だいたい（ ）年くらいで配置換えになる

資梧（あてはまるものすぺてを選択）

1　社会福祉士　　　2　保育士
4　　看、護鶉而・侮ミ‘建B雨　　5　　1実鳴市

最緒学歴（1つを選択）

1高乍　　　　　　2　曳1’門学トゴ・ブ

4　四年制大学率　　5　大学院舜

大学での専攻（1つを遇択）

1　福祉学系　　　　2　心理学系

4　社会学系　　　　5　L記以外を・1’攻

施設との関係（1つを遇択）

1ホーム死IF属の常勤として雇川されている

2　ホーム噂属の非常勤として雇川されている

3　本体施設の常勤として雇川されている

4　本体施設の非常勤として雇川されている

5　施設に雇川されていない

ホーム外での就労状況（1つを選択）

1　常勤として雇川されている

2　非常勤として雇川されている

3　ホーム外では就裳していない

）
　
　
3
　
児
樹 旨導員

　　6　敦師

埣3短却斧
　　6　遅成施，没卒

ミ　3　教育学系

ドを哩攻

されている

旧されている

れている

されている

尺）

問19貴ホームの種類をご回答ください（1つに○）。

1　地域小規模児童養護施設　　2　児童養護施設分園型自活訓練事業実施指定施設　　3　1、2以外の施設分園型グループホーム　　4　その他

問20貴ホームの所在地をご回答ください。政令市の場合は、市名をご記入ください。

（ ）都・道・府・県・市（あてはまるものに○をお付けください）

閤21貴ホームの設置主体及び運営主体をご回答ください（それぞれ1つにO）。

21－1　公設　2民設
21－2　　公営　　2　民営

問22貴ホームの開設年をご回答ください。

西暦（ ）年

問23住居の状況についてご回答ください（1つに○、23－3は数字を記入）。

23－1

23－2
23－3
23－4

建物：

所有：

敷地：　（

間取：　1

一戸建て　　2　集合住宅　　3　その他（具体的に

自家　　2　‘昔家（賃貸）　　3　その他（具体的に

　　　　）㎡

3LDK　　2　4DK～4LDK　　3　5DK～5LDK　　4　6LDK以上

問24貴ホームの本体施設の名称をご回答ください。

（ ）
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　　　　　　　　日本子ども家庭総合研究所紀要　第39集

W子どもを措置される際に、児童相議所に配慮して欲しいことについてご記入ください。

V分園型グループホームが、子どもたちにとって有効だと思われることについてご記入ください。

VI分国型グループホームを子どもたちにとってよりよい場所とするために

　　　　　　　　　　　　　　　　　整備して欲しい制度・政策についてご擾言があれぱご記入ください。

ご協力いただき、まことにありがとうございました
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小山他：グループホームの現状と課題（1）

　　　ヨ
ユ　ヘ　　 　
さ　お
専選翼ビい

　＆選一
》そ卓一
　　福
‘ツ選虫
こ篶馨e

　渕ミ
想甚ゴe
こ＝聖トい＿

の　 ト・　O　粋

　　　e
　　　認

ハ　　　　ヰ転蕊…．卍　輩

鴇雛至矩
o醜一普，　ぐイ

F渚rま》憲
）　　　 ”一’＝e

　ひヨリ　の
瓢　　　難メ妹
e　萢嚢
“　　照選
回　　　製細
ほま　　　ち
ロぶ　　ヨな

蓑熱騨
劇

墾一ゆoo9
o

　　鐸
　　遼
　　岬
　　恒
　還へ』
　重｝惑
　噛掬
　蝉＠
　　塁
　　海
　‘密
　ま講
　豊請

おのの
覆

器群
無1漣・・

霊蓑
蟄罫響
ド繧翠
ねロレの
藝難§

e
．
ホ ．ホ刈
壮

噸一鴫卜
寓

　　　　　麗　　　　　　　　　　　o
　　　　　脚　　　　　　　　　　　奪誕　　　　　堂　　　　　　　　　　　ソ　　苫一一　　駆　　　　　 密

　　醜　 髪

　　三三癒』　　；集ρ　　　　＝
　　　竃ご　　1翌ヘトG　　　うと」
　　ミ亀　　　オ・二一ね　　　　鼠　　’罫　　マーご．ぐ■“
　蓋i着均る　　e累　一p　　こ
鋲藝襲鰐9艶ζ謎

　都騨く・い餐辞蝶
誉譲躯鼎肺繍t　ざ　　ロ　　　　　　　　リ　　　 ロ

　げ　　　　　　　　　　　　　　　ト

難謹　　鷲＝§
一〉蕎　　　慧蕪　e
專ρ麺黒　蚤　　　鴫のJ

隷峯1箋♂論
e　　　　ひ曜嶋α。畷　講。。。・ぺ
ρぴ1｝卜。一一一と　伽斜後≦oゆ
悩　 判　　　　　　型岬脆　 亭稗

普麺，．　　畿誓蝦
駈爲鶴　3蘇お並意
眠塑和損」　。ρ廻ψ’得　対虫
器eρ杓荊　矯二J攣ユJ卜←　＿如
e遡雛遍ぞ　亭一二玲e
華襲£誌重騨襲無蓉
意粟輪額湘　　　　　　一週
馨一。っ。αDコニ＝爲割蕊爲幹
一

る

謬

雅　　ぎ
憂　　慈
e　　gミヨ
議』　　イ　e
イ　　ミ：トい

認　　逸ト

　　　⇔σり　　　　ト　 ーq

　　畦
　　暫
　　e（　　ム」
彰卜．3　　＿）

顛b翼　　廼
椒ε・o　　とz
o嚢蝿　　v
d’室！如　　Aj
e一　　墜
→ρσ1の慈⑦
ゆ　　　e
翼　　　刃
想　　卑
』嘩　　　騨
ゆ賀　　峯
二徴曜e
レe謎ギ
」蔭e⊇ミ鋤
蝋こA』A理
監装羅
御

轍一蝉oα，

h

　　　艀
　　　ト
　　　も
　　　∴
　　　ヤ　　　。く
　　　K
　　　ム
　　　』
　　　　　　　曜
　　　翼
　　　ヤ　　　ト
　　　。K　　ユム

　a鮎徽鼓公
　暑丹i
震肇騨
　5装圭
　　　、曹
　　磁　．。
　　響レニ
　　翼9・拘
　　尋樋誕
　　ねユ　
　　寵裟
　　伽．嶺
　　畢讐益

　　宰雛
　　』　

』■

　　　範　聾

ハ
転嫁
顛

伽ひl
o
ド

）駅蚕

担一

＜

卜

娼

ム

ヤ

K
ム

ヤ
1ト

K
ム

i
m

，、

eO

　鯉
　や　趨
　埋

彰ひ1
畷

細馴
o…專
ワ　　い

欝糎甲
e愚
“

摯一

国

　　　　転　需
　　　　欄　醤
　　　　砲　　戸　　　　　o争，，隻　小　　　　　　F　等マ鵡
　灸　　　　佃逗糞窯
　（Φ　　　いe　e終
　謎灸　　　輔密由e
　翼継　　　』』（×（×憲
　詮耀　　　誉
　そ卓　　　罪的oo
　レき　　　　　　　お
　じロ　　　さ　　　きぎ

幽　 騒　藁
　騨e　　　罪　　　昌　螺ヨ翌　個＿　益a
聡e　眠章　霊

　聖域」トレ　e　　　u
　　　　　や　　　　り

　套ρ£　　ぐ　　ム
　1扉轟　　＜一　へ
　　一　　1診　創爆　　 将マ　 ▲

詣蓬心ぎ輪
智璽焔惨躍舗

劇　　　　 轡　　　 o鯉一蝉。　鋸一尋卜一
り ∩

　o
　槍
　翼
　こ（図

　ゆ
　鰯
　セ
9§
嘱‘こ」
樹o，隙
レ　　⇒
●ぐ　　二

斜9麺睾雲
麟§
巖睾
蒙馨
蟹い篭。

§〔

和縛」
麟莚
戦奪
顎豊
当彊
墨罷
装一蠕

国

壊
室＝…望

巽e
　l・レ

ー’　αD

　iy4
　㌍

づ1環
一　 （』　 b
　ρ
艶勾
こ1・←

σう　 卜・

　泰
　誕
馨r←・」

卿噸圏
如

o劇Ioこ　　ニァゐ

醤当。摯

糠ε
塞野
雛鴬
傷

一149一




